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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２６年第１回美幌町議会定例会第２日目の会

議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、１２番宗像密琇さん、１番新鞍

峯雄さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（馬場博美君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については省略させていただきます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 一般質問

を行います。

昨日に引き続き、通告順により発言を許し

ます。

１番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君）〔登壇〕 私は、さき

に通告いたしました２項目２点について質問

をさせていただきます。

まず一つ目は、空き家対策についてであり

ます。

空き家対策条例の設置についてであります

けれども、少子高齢化や核家族などが進行し

たことに伴い、自宅を空き家のままにして高

齢者施設に入居したり、また居住者が亡く

なったり、相続人がそのまま放っておいたり

するといった例で空き家がふえ続けている。

平成２４年３月の定例議会で、私は空き家

対策について一般質問をしているが、その中

で条例制定について検討すると答弁をいただ

いている。さらに平成２５年９月の定例議会

では、坂田議員の一般質問にもあったが、こ

のときの答弁では空き家対策の条例制定に向

け調査検討をしていたが、国は空き家対策特

別措置法案を提出する見込みであるため、情

報収集を行い、空き家対策を進めていきたい

とのことであった。

しかし、現在のところ法案はまだ成立して

いない。

景観、防災、防犯などの面で生活環境が著

しく損なわれている廃屋、これは手入れもせ

ず荒れ果てた家のことでありますけれども、

また空き家は明るく安全で住みよいまちづく

りを進めるためにも、条例の制定が必要と考

えるが、町長の考えをお伺いします。

二つ目は、子ども・子育て支援事業計画に

ついて。子ども・子育て支援事業計画の策定

についてであります。

平成２４年８月２２日に子育て関連三法の

法律が公布され、平成２７年度から５カ年計

画の子ども・子育て支援事業計画を策定する

ことになっているが、次の点についてお伺い

したい。

１、地方版子ども・子育て会議の設置の状

況について。

２、子ども・子育て支援事業計画策定に向

けたニーズ調査の範囲や対象はどのように検

討されたのか。

三つ目は、平成２６年度で終了する美幌町

次世代育成支援行動計画後期計画の検証をど

のようにするのか。

四つ目は、事業計画策定の現在の進捗状況
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と今後の作成に向けたスケジュールについ

て、４点について町長にお伺いします。

以上、１回目の質問でございます。よろし

くお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 新鞍議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、空き家対策について、空き家対策

条例の設置についてでありますが、老朽化し

管理の行き届いていない空き家については景

観、防災、犯罪の面からも課題となっている

ところであります。

町としての具体的な対応策としましては、

美幌消防署による火災予防上、必要な指導を

実施しており、平成２５年度は９月現在で２

３戸を調査し、うち指導を行ったのは４戸と

なっております。

平成２４年度との比較では、調査戸数で８

戸の増、指導戸数で１戸の減となっておりま

す。

空き家の適正管理に関する条例化に向けた

町の取り組み状況でありますが、自民党の議

員立法による国会への法案提出がおくれてい

る状況の中、現在、詰めの作業に入っている

との報道もされているところであります。

この法案は、倒壊の危険性のある空き家へ

の指導、助言、勧告、命令ばかりでなく、行

政代執行の方法による強制執行をも可能とす

る内容で、本町といたしましては法の規定に

基づき、かつ地域の実態に沿った実効性のあ

る条例制定に向けて取り進めてまいりたいと

考えております。

次に、子ども・子育て支援事業計画につい

て。

子ども・子育て支援事業計画の策定につい

てでありますが、子ども・子育て支援事業計

画は、子ども・子育て支援法第６１条第１項

に基づき、国の示す基本指針に則して５年を

一区切りとする教育、保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保、その他こ

の法律に基づく業務の円滑な実施に関する計

画を定めるものとされています。

お尋ねの１点目、地方版子ども・子育て会

議の設置の状況についてですが、平成２５年

１０月２２日に一般公募による方３名と児童

福祉関係機関や幼稚園など、子育て支援に関

する事業に従事する方など１６名を含め、計

１９名により美幌町次世代育成支援推進協議

会を設置し、現在まで２回開催したところで

あります。

２点目の子ども・子育て支援事業計画策定

に向けたニーズ調査の範囲や対象はどのよう

に検討されたのかについてですが、子ども・

子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援

法第６１条第４項の規定の中で、子どもの保

護者の特定教育、保育施設など及び地域子ど

も・子育て支援事業の利用に関する意向など

を勘案して作成するよう求めており、本町の

調査票は国が設置した子ども・子育て会議の

中で検討され、利用希望の把握手法として調

査表の雛型を示したものを参考に原案を作成

した上で、次世代育成支援推進協議会にお諮

りをし、調査票を決定しました。

また、範囲や対象は同じく国の子ども・子

育て会議において検討された内容を参考にゼ

ロから５歳までの就学前の子供と、現在、放

課後児童クラブを利用している児童とし、そ

の保護者全員に昨年１０月３０日から１１月

１５日期限としてニーズ調査を実施したとこ

ろです。

３点目の平成２６年度で終了する美幌町次

世代育成支援行動計画後期計画の検証をどの

ようにするのかですが、現在ある次世代育成

支援推進協議会の中で、後期計画の掲載事業

の実績を報告し、各委員から御意見をいただ

き、民生部内で検証していきたいと考えてお

ります。

最後の４点目ですが、事業計画策定の現在

の進捗状況と今後の作成に向けたスケジュー

ルについてですが、現在の進捗状況は昨年実

施したニーズ調査結果の速報値が出たところ

であり、今後、その内容を分析し計画策定に

必要な量の見込み、確保内容、実施時期など

を次世代育成支援推進協議会に諮り、北海道
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との協議、調整も重ねながら、おおむねこと

しの秋ごろには素案を決定し、議会に説明を

行った上で、パブリックコメントを経て来年

の３月ごろには計画の決定と公表を行ってい

きたいと考えておりますので、よろしくお願

いをいたします。

以上、御答弁をさせていただきました、よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） それでは、再質問を

させていただきます。

まず、空き家対策についてでありますけれ

ども、ふえ続ける廃屋空き家に対して、多く

の町民が不安を持って生活をしております。

平成２５年１０月時点で、全国では２７２

の自治体が条例を制定しています。法整備が

ない場合、空き家のまま放置された土地は私

有地であるため、行政が簡単には手を出せな

い、また所有者を特定しようにも空き家の所

有者が亡くなるなどして相続人が登記書類の

書きかえを行っていないために、特定が難し

いケースもあるため、自治体による改修や撤

去の指導が困難な状況でもあると言われてお

ります。

このことについて町長はどのようにお考え

になるのかお伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、議員提案で法律

が提案されようとしているということで、我

が町においても私どももこの地域の資源とし

ては、やはりすぐれた自然環境、あいるは雄

大で北海道らしい景観、こういったものがあ

ると、そして防犯、防火、防災、これら支障

のある部分について、やはり何とかしなけれ

ばいけないという思いでおります。

それで、条例の制定をやはりしておかなけ

れば、万が一のことを考えると、やはりこの

必要性は十分、感じておりますので、国がつ

くり上げた法律を見ながら、それに沿うよう

な形、プラス美幌らしい、そういった条例制

定をぜひ目指していきたいという気持ちでお

ります。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 参考までに、埼玉県

所沢市では、平成２２年１０月に全国で初め

て空き家対策条例を施行しております。施行

以前は、空き家の苦情に対応する担当部署が

明確でなく、所有者の指導に法的根拠がない

などで、打つ手がない状況が続いていたわけ

でありますけれども、所沢市の条例では所有

者に適正な管理を義務づけるとともに、住民

から情報提供があれば、市が実態調査を行

い、所有者に助言、指導、勧告を行うことが

でき、さらに従わない場合は氏名を公表、最

終的には警察などに依頼し撤去を行えるよう

にしたというものでございます。

老朽化した廃屋は撤去しなければならない

と思いますけれども、これからは空き家の有

効活用も重要なポイントであると考えます。

先月、自治会連合会と町との懇談会があ

り、自治会側から空き家の利活用についての

提言がありました。内容は、空き家を改修し

て冬期間、高齢者のための集合住宅として除

雪や買い物をサポートし、夏季滞在型観光施

設として利用してはどうかの提案であり、こ

れに対して町は新たな提案として研究すると

のことでありました。

自治会のこの提案を含めて、さらに高齢者

介護の地域拠点としての活用とか、賃貸住宅

としての再利用など、社会のニーズに合わせ

た活用方法はほかの自治体では既に取り組み

を始めているところもありますけれども、こ

の取り組みを参考にしながら検討すべきと考

えておりますけれども、町長にお伺いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 問題になるのは、空

き家の状態から今度は廃屋になる状態が一番

心配だということで、全国各地で条例化され

ているというようなことを聞いております。

そのような中で、この前、先日、自治会連

合会との懇談会がありまして、具体的な形で

高齢者対策のそういったものに使ったり、あ

るいは移住に向けてそのきっかけとなるよう



－ 64 －

なその対策として空き家を利用したらどうだ

というような提案もありました。

新たな提案ということで、課題もかなり多

くあるとそのとき思いましたけれども、いず

れにしろ連合会のお話の中では検討させてい

ただくと、研究させていただくというような

答弁をさせていただきました。

いずれにしろ廃屋状態が続くと、要するに

人も住まない、住めない状態でいくと、やは

り先ほど言いましたように我が町、次の世代

にしっかりとつないでいく大きな資産が、地

域資源がありますので、それらを守るという

ことになると、やはり指導だけではなかなか

難しいと思いますので、最終的には行政代執

行というような、行政手続きまで盛り込んで

いる条例が多いと思いますけれども、そうい

うところをひとつつくっておかないと、やは

りこれからどんどんふえていくというような

ことも将来的には見通せますので、そういっ

たものを盛り込んだ条例にしたいし、活用で

きるものについては例えば空き家バンクとい

うことでやっている町村もあるようでありま

す。要するに都会の方が定住ではなくて、一

定の期間来て住んでいただくと、短期間住ん

でいただくと、そのために空き家になってい

る住宅を町が中継ぎをするというような、空

き家バンクというようなことをやっている町

村もあるようでありますから、いろいろなこ

とが考えられると思いますので、条例をつく

る一方で今度は活用のほうもしっかりと考え

ていかなければいけないというような思いで

あります。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 一番最初の答弁で、

自民党の議員立法による国会への法案提出が

おくれている状況の中とあったわけですけれ

ども、これは法案の成立を待っているだけで

あり、最後の答弁に地域の実態に沿った実効

性のある条例制定に向け取り進めてまいりた

いと、こういう前向きな回答があるわけです

けれども、この国会の成立がどうも頭に残っ

て、条例の制定がちょっと薄らぐような感じ

で、もしかしたら国会の成立になってからは

条例を制定、着手するのかなという考えもあ

るわけでございますけれども、この仮称、空

き家対策を組んでやっている特別措置法案、

この経緯にとらわれることなく、全国２２７

自治体の事例もあります。いろいろと参考に

しながら、この法の規定に基づき、かつ地域

の実態に沿った実効性のある条例制定に向け

て総則というか、要するにすぐにでも取り進

めていただきたいと考えております。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 法律の実現を待つと

いうことも一つある、それは何かというと、

やはりその法律の中で町村が何を義務づけら

れるのか、そういう見きわめも極めて重要で

ありますし、また財源措置がどうなるかに

よって条例の制定にも影響を与えるというこ

とだと思いますので、決してやらないとい

う、後ろ向きの発想ではなくて、前に向かっ

て行くと、ただ今、そういう状況が出てきて

いるというようなことで、それを見ながら担

当のほうにはしっかり指示もしております

し、そういったこと法律が仮にできなくて

も、やはり進めなければいけないと、先に向

かってこういう条例は必要だという考えであ

ります。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 条例制定について積

極的に取り組んでいただきたいと願っており

ます。

２番目の質問に移らせていただきます。

子育て支援についてでありますけれども、

２点目のニーズ調査の範囲や対象が現在、放

課後児童クラブを利用している児童に限って

おりますけれども、もっと広範囲にすべきと

考えております。

例えば、大阪の伊丹市でございますけれど

も、昨年の平成２５年１１月に実施している

ニーズ調査は、計画策定に当たり就学前児童

２,４００人、就学児童１,６００人の計４,

０００人を対象に行っております。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。
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○民生部長（藤原豪二君） 基本的には、こ

の調査につきましてはゼロ歳から５歳を必須

条件としておりまして、それで就学児童、小

学生につきましては町村の任意ということで

なっております。

そこで、町としては学童保育所を利用して

いる小学生を対象にした調査で十分であると

考えてこのように実施をいたしました。（発

言する者あり）

失礼いたしました。それで、就学前の児童

につきましては、今、言いました７１６名に

つきまして調査を実施しております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ３点目の今年度で終

了する美幌町次世代育成支援行動計画後期計

画の検証結果を今後どのように生かそうとし

ているのかお伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ３点目につきま

しては、現在、次世代育成支援推進協議会開

催しておりますので、その中で後期計画の掲

載内容について委員の皆様に報告いたして、

そこから御意見をいただいて検討、検証して

まいりたいと考えております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 平成２７年度からの

新たな事業の検討課題と考え方についてであ

りますけれども、考え方の中で利用者のニー

ズを正確に把握し、地域子育て支援拠点事業

などほかの事業や施設との連携、すなわち関

係機関のネットワークづくり、連携覚悟が必

要でないかと考えております。

もう２点ありますけれども、利用者が使い

やすいように地域の状況を常時適切に把握

し、ワンストップで対応ができる拠点的な総

合窓口が必要ではないかと、もう１点は利用

者支援は待機児童対策としているだけではな

く全ての親と子のために必要、妊娠中も含む

親と子のさまざまな課題をケアできるとよい

との考えであります。

そしてこのことを踏まえて次の３点、検討

が必要と考えますけれども、１点目は本事業

の果たすべき役割とは何か、２点目はどのよ

うにして利用者のニーズを的確に把握する

か、３点目は関係機関のネットワークを具体

的にどのように構築するか、以上でございま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回のこの新たな子

育て支援事業でありますけれども、これは平

成１６年に次世代育成行動計画、これを全道

に先駆けて美幌町つくりました。

それで、そのときも多くの関係者の皆さん

や一般公募の方、参画の上でやってきた、つ

くり上げてきたと、その事後についても検証

するということで任期は終わったのですけれ

ども、その後も引き続いてやったという経過

がありますので、今回も一般公募の方含めて

そういう組織づくりをしておりますので、さ

らに町民の皆さんのニーズがどこにあるの

か、きのうも中嶋議員のほうからいろいろ御

提案もありました、一時預かりの問題も多

分、子ども・子育て支援事業の中で論議され

ることと思いますけれども、多くの皆さんの

声をいただいて、その中で計画をつくる、計

画をつくってそれを推進していくというのが

極めて重要だと思いますので、そういうとこ

ろには十分、配慮していきたいと、それにい

ろいろな子育てに関する団体、ボランティア

団体含めていろいろな段階機関がありますの

で、そういうところの意見もやはりいただき

ながら進めるべきだと思っております。

あとはニーズ把握についても先ほど民生部

長から答弁させていただいたように就学前の

児童七百数十名、あるいは小学校上がってい

る子は学童保育に通っている父母のアンケー

ト調査もしたということでありますので、い

ずれにしろ広い範囲の多くの声を聞きながら

この計画はつくって、そして少子化対策とし

てしっかりとしたものをつくり上げなければ

いけないという思いでありますので、御理解

をいただきたいとそのように思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ここで子育て支援の
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取り組みで全国的に高い評価をされている２

カ所の自治体を簡潔に御紹介したいと思いま

す。

まず一つ目はわずか５年で出生率を上げた

取り組みをしている利府町で、利府町は宮城

県のほぼ中央に位置している人口３万６,０

００人弱の町であります。平成１８年４月に

子育て支援課を設置、この当時、出生率は全

国平均を下回っていた、そこで５年で出生率

を全国平均まで上げるという大きな目標を掲

げ、四つの柱を基本とした子育て支援策をつ

くっております。

まず一つ目が経済的支援、二つ目が待機児

童解消、三つ目が地域における子育て支援、

四つ目が子育てと仕事の両立支援でありまし

て、経済的支援には４項目ありまして、一つ

目は健やか子育て支援事業、二つ目は小中学

校入学支援事業、三つ目が小中学校徴収金支

援事業、そして四つ目が子供医療費助成の拡

大ということで、まず健やか子育て支援事業

は、多世帯、ここでいえば３人以上の子供の

経済的負担の軽減を図る目的で小学校就学前

の２年間、第三子以降の児童の保育料を無料

化、または助成する事業で、この中で所得制

限を外したということで、所得の高い世帯も

含むということであります。

二つ目の小中学校入学支援事業であります

けれども、小中学校の新１年生全員を対象に

学校で使用する運動着を無償で支給、町立小

中学校に限らず国立、県立、市立、特別支援

学校全てに入学する児童生徒にも対象という

ことであります。

三つ目の小中学校徴収金支援事業、これは

教材費や部活動費などの学校徴収金に対し、

１人当たり年間５,０００円を助成するとい

うものであります。

四つ目の子供医療費助成の拡大、子供のい

る家庭における医療費の軽減を図る目的で保

険診療の自己負担分を助成する制度で、以前

は小学校６年まででしたけれども、中学校卒

業までと対象年齢を拡大したということでご

ざいます。

２点目の柱の待機児童の解消です。待機児

童の解消は保育所整備や町立保育所の民営化

を進め、入所定員の拡大とコスト削減に努め

たということで、保育所整備には多くの財源

が必要となり、民間活力を導入した保育所整

備により計画的に保育所整備を進めたこと

で、入所定員は急速に増加したということ

で、平成１８年度は５カ所で３００人であっ

たに対し、平成２５年は８カ所で６００人と

２倍に増加したということであります。

三つ目の柱の地域における子育て支援であ

りますけれども、これは町内地域を東西南北

四つもブロックに分けて、その地域ごとに実

情に応じた子育て支援をしていくと、４カ所

に子育て支援センターを整備したということ

で、人口３万６,０００人弱の小さな自治体

で四つも設置している町は少ないとありま

す。

四つ目の柱の子育てと仕事の両立支援、こ

れはファミリーサポートセンターを設置した

ということで、このセンターは子育ての支援

をしてほしい会員としたい会員同士が互いに

支え合う会員組織でありまして、子育てを地

域でお手伝いし合えるようセンターが会員の

橋渡しを行っているということで、女性の社

会進出や就労形態により保育ニーズも年々多

様化しており、町民一人一人のニーズに応え

るためには、この会員相互による柔軟なサー

ビスが期待でき、現在多くの子育て家庭より

もより高い評価を得ているということで、以

上、四つの柱ですね、経済的支援、待機児童

解消、地域における子育て支援、そして子育

てと仕事の両立支援という、この四つの事業

で町の課題であった出生数は平成１８年度の

年間２６６人に対し、平成２４年には３１７

人まで上昇したということで、５年で出生率

を上げるという大きな目標を達成しておりま

す。

二つ目のもう１カ所の自治体ですけれど

も、青森県で最も人口が少ない西目屋村、人

口は１,５００人です。青森県の南西部に位

置し、広大なブナ原生林を抱く世界遺産に白
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神山地の玄関口に当たり、この小さな村が子

育て日本一を目標に手厚い子育て支援に取り

組み始めたのは６年前の２００８年４月、少

子化対策本部を設置し、西目屋村独自の取り

組み、子育てトータルプランで妊産婦検診の

無料化や高校３年生までの医療費無料を実

施、現在、子育て世帯負担をゼロにする世帯

は１１と言われております。

昨年４月、全国初の施策としてスタートし

たのがおたふく風邪、水ぼうそう、Ｂ型肝

炎、ロタウイルス、４種の任意予防接種を無

料化にしたと、１種類当たり約１万から３万

円かかる自己負担を全額助成をするというこ

とであります。

また、日本小児学会が進めている全１５種

類の予防接種全てを無料、さらに２歳児以上

の保育料も無償、この他子育て世帯を呼び込

む目的でオール電化で家賃が安い定住促進住

宅を２２戸整備、医療、教育、住宅の各分野

で総合的な支援策を続けているということ

で、その結果、定住促進住宅では２００９年

に３０人だった子供の数が２０１２年末で３

９人まで増加、わずか３年で９人ふえている

ということで、未就学児が通う裏の保育園で

は２００６年に２２人だった園児が２０１３

年は３５人に、さらに保育料を無料化してか

らは３人目の子供が誕生する家庭が驚くほど

ふえているとのことであります。

２００６年に就任した村長ですが、目指し

ているのは小さくてもきらりと輝く村、村を

町に置きかえるとたびたび、何かきのうも聞

いているような感じがいたします。西目屋村

の村長さんも子供とお年寄りに優しい環境づ

くりに力を注いでおります。

以上、簡潔に御紹介しましたけれども、２

カ所に共通することは子供がふえることは若

者がふえること、そしてみんなが知恵を出し

合い、施策を大胆に進めることにより町が活

性化し、人口増につながっていると考えます

が、町長お伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、全国の二つの

町、御紹介いただきました。一つは同じよう

な気持ちでまちづくりをしているというの

は、大変参考になりました。

それで、子育て、あるいは子供をどうして

いくかということは、これはやはり総合的な

施策が必要だと思いますので、そういったこ

とをやはりしっかり軸をそこに置きながら今

後も対策をとっていきたいと思っておりま

す。

地域によって例えば保育所一つとっても、

地域によっては待機児童がいるというような

地域も、市町村もあると思います。では、私

たちの町はどうかということを考えると、私

たちの課題はきのうもちょっとお話させてい

ただきましたけれども、ゼロ歳から学校上が

るまでの子供、さらにもうちょっと狭めてい

うと、ゼロ歳から保育所、あるいは幼稚園に

行けない子供たちをどうするかというところ

を、やはり今、民間の組織でやっていただい

ていますので、これらとどうできるのか、や

はり考えていかなければいけないと思います

ので、私は日ごろから国に対して言っている

のですけれども、やはり地域事情によってい

ろいろ違うので、それはもうフリーに使える

お金をいただければ、それでしっかりと地域

の子育てだとか、そういうことをやりたいと

いう思いでおります。

それはとりもなおさず選択と重点化をし

て、総合的な施策として展開していけるとい

う思いでありますので、引き続き地方の声を

出しながら、決して最低限やらなければいけ

ないことまで、財政格差が子供を育てる上で

の格差になってはだめだと思っておりますの

で、しっかりとそういったことを言っていき

たいと思っております。

それで、美幌町の現状をちょっとお話しし

ますと、二つの指標でちょっとお話しします

と、一つは合計特殊出生率という、要するに

女性の方が生涯通じて何人のお子さんを出産

するかということでありますけれども、ここ

は十数年見ても、平成２４年でいうと美幌は

１.７１であります。全道でいうと１.２６、
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そして全国でいうと１.４１ということで、

ここ十数年ずっと、やはり全国、全道上回っ

ているという数字があります。これはいろい

ろな要因があると思います、子育てのことば

かり、町がやっていることの事業でこうなっ

たとはあえて言いませんけれども、いろいろ

な自衛隊さんがいて、若い世代がいるという

ようなことも含めて、総合的に見ると合計特

殊出生率についてはそういう状況にあると。

そして、出生数のお話ですけれども、先ほ

ど利府町は３１７名というようなことで、人

口規模が３万６,０００人ということで、美

幌よりはるかに多い地域だと、町だと思いま

すけれども、美幌も平成２４年でいうと１６

９名のお子さんが生まれているということ

で、平成１５年までは２００人規模で出生を

されていたということですけれども、１６年

から１００台に落ちてきたということであり

ますので、いずれにしろ今、そういう状況に

ありますので、働く女性がどうするかという

ことでワーク＆ライフのお話もちょっとあり

ましたので、なかなかきょう言って、あした

子供がふえるというような状況でもないと思

いますけれども、いずれにしろ総合的な施策

をしっかりと今後も取り組んでいきたいと、

一部だけやってもなかなかお金をお渡しする

だけではなかなか難しい、長続きが難しいよ

うな気もいたしますし、そういった意味で総

合的な対策をしっかりとこれからもとってい

きたいと、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 平成２７年から実施

するこの子ども・子育て支援事業計画の新シ

ステムの実施に向けた中身でありますけれど

も、職員配置の充実など、必要な事項につい

て子ども・子育て新システムの制度の実施の

ため、財源を確保をしながら実施するとある

わけでありますけれども、この財源は認可の

関係で、認可外は該当しないという問題もあ

るわけですけれども、美幌町の総合的な子育

て支援として認可外も対象にできるような施

策、これを町長としてどのようにお考えにな

るか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 認可外、認可、それ

ぞれあると思いますけれども、それぞれが役

割をしっかり果たして、そして地域で両方

あって並立していくということがやはり、お

互い行政が民意が、民間がしっかりその分野

を決めながらやるというようなことも重要だ

と思います。

いずれにしろ子ども・子育ての新しいシス

テムは町に実施主体は町と市町村という位置

づけをされております。その中で計画をつ

くって給付、あるいは事業をしっかりやりな

さいということでありますし、国の役割とし

てもやはりばらばらな施策を、子育ての施策

を一本化して財源についても検討していくと

いうことでありますので、期待したいのは先

ほど言った我々にお金を与えてもらえば、与

えてもらうと言ったらちょっと語弊がありま

すけれども、我々のところにお金をよこしな

さいと、そうすれば我々地域にあった施策を

しっかりと打てるという自信もありますの

で、ぜひそういう声も地方から上げていきた

いと思っております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 最後の質問でござい

ますけれども、５年間、行ってきた事業を検

証していく中で利用料が少なくても重要性の

高いものは残し、また民間でできるものは民

間にお願いするなど、内容の精査が重要でな

いかと考えますけれども、また今、御紹介し

たほかの二つの自治体、いろいろほかにもあ

りますけれども、取り組みなどを参考にしな

がら作業を進めていき、子育てするなら美幌

町と、そして美幌町に住んでよかったと、住

んでみたい、住み続けたいと言ってもらえる

ような子育て支援の町としての事業づくりに

取り組んでいただきたいと思います。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 実は、平成１６年の

とき私、民生部長でありまして、次世代育成
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の行動計画支援行動計画に携わったことがあ

りました。

気持ちは当時と変わっておりませんので、

利用の多い、そして住民にとって必要なもの

は先ほど言ったように財政格差がそういう格

差までにつながらないというようなことも

しっかり声を上げていきたいし、やはり民間

の皆さんとしっかり手を携えるというような

こともやっていきたいと、そういった中で計

画づくり、他町村の状況も見ながらいい計画

をつくっていきたいと思いますし、その結果

でやはり住んでいてよかったという実感ので

きるまちづくりに引き続き努力していきたい

と、そのように考えております。

○１番（新鞍峯雄君） 以上で終わります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１番新鞍峯

雄さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１１時ちょうどといたします。

午前１０時５０分 休憩

────────────────

午前１１時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順により発言を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、教

育行政執行方針について４点、それから町政

執行方針について２点、質問させていただき

ます。

まず一つ目、フッ化物洗口実施後の取り組

み状況についてということで質問をさせてい

ただきます。

フッ化物洗口の導入に当たっては議論の

あったところでもありますが、北海道歯・口

腔の健康づくり８０２０推進条例により、全

道１７９市町村中、１０４市町村で実施、さ

らに１９市町村が実施に向けて活動している

状況のようです。

予防効果の割合では、小学校入学後の実施

群の３１から４９％に対して就学前４歳児か

らの実施群では５４から７７％と就学前から

の実施で高い予防効果を得ていることができ

るとされています。

美幌町としましては、平成２４年７月から

導入され、１年半を経過いたしました。受け

るのは任意とされていますが、参加されてい

ない児童に対して以後、予防効果の説明は行

われているのでしょうか。必要はないので

しょうか。また学校によっての取り組み内

容、状況をどのように認識されているのか、

対応はどのようにされているのか考えがあれ

ばお聞かせいただきたいと思います。

２点目、子供たちのコミュニケーションの

あり方について、現代の若者、子供たちは人

とのコミュニケーションが取りづらくなって

います。その要因の一つとして挙げられるの

がスマートフォン、携帯電話、インターネッ

ト、ゲーム機といった操作はいとも簡単に使

いこなすことができますが、人とのコミュニ

ケーションが取りづらくなっていると感じて

います。

都会では働く親が多く、学童保育、児童館

の施設を利用して放課後の子育て支援を利用

しているのが圧倒的なようです。

その放課後を利用してコミュニケーション

に関する力をつけるために勉強だけでなく、

友達と過ごし、新しいことに挑戦する、多様

な経験を積ませたいと望んでいる親が７０％

と言われています。

美幌町にあってはコミュニケーション力を

どのように考えておられるのか。学校内での

取り組み、学童保育、児童センター、またコ

ミュニティスクール事業なのか、考え方があ

ればお聞かせいただきたいと思います。

３点目の防災教育についてです。防災に関

しましては昨年１２月の定例議会でも一般質

問させていただいたばかりですが、いざとい

うときの自分の身は自分で守る、そのための

訓練は子供のときからの活動が基本であると

考えていることから、平成２６年度の教育執

行方針の中でも具体的に明記し、積極的に取

り組んでいただきたいとの思いから、今回、
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改めて防災教育について再質問をさせていた

だくことといたしました。

執行方針の中で安全・安心な教育環境につ

いて触れられております。不測の事態に備え

て火災、地震、台風災害の想定をしたり、避

難訓練は行われているようですが、今までの

訓練のあり方でよいのでしょうか。美幌町で

は３・１１のような大災害を想定しておりま

せんが、美幌町では今まで災害の少ない地域

でしたので、災害に対する意識が薄いとも言

えます。

近年は、想定外の災害が起きておりますの

で、子供たちには自分を守るための知識、訓

練が必要です。１年に１回の訓練では何も身

につかないと思いますが、考え方があればお

聞かせいただきたいと思います。

４点目、高齢者大学（明和大学）の魅力あ

る授業内容についてということで質問をさせ

ていただきます。

明和大学は学生たちの自主的な活動として

みずから学び、交流の場として生涯学習とし

て、生きがいづくりの大きな役割を果たして

いきましたが、ここ数年、学生の間から授業

内容についてマンネリ化が指摘されているこ

ともあり、入学者の減少につながっているの

ではないか指摘させていただきます。

高齢になるほど学習できる、交流できる

場、楽しむことのできる場が必要です。今

後、新たな授業内容を検討されることでしょ

うが、新年度から取り入れられる施策に着手

すべきと考えるところですが、考え方があれ

ばお聞かせいただきたいと思います。

次に、町政執行方針についての中のまち育

講座、まち育出前講座の利用拡大についてと

いうことで質問をさせていただきます。

まち育講座、まち育出前講座の利用拡大に

ついて、これは平成２４年第２回定例会にも

質問させていただきましたが、前回の答弁で

は美幌町自治基本条例を生きた条例にするた

めのアクションプランとして取り組みを進め

てきたとのことでした。

この講座は町民、議会及び行政が情報を共

有し、町政への参加や地域活動への参加を促

進するために積極的に情報を提供することと

なっておりますが、町民の関心度、また講座

の利用状況についてお聞かせいただきたい。

また、住民満足度調査の中では、まだまだ

情報提供が不足していると感じております

が、今後の取り組みについて考えがあればお

聞かせいただきたいと思います。

２点目の地域サポーター制度の充実につい

てです。

地域サポーター制度については、平成２３

年度の第８回定例会にも質問させていただい

ております。美幌町と美幌町自治会連合会が

協定書を交わし、制度の導入に当たって本来

の地域活動の原点であります、「自分たちの

地域はみずから考え、みんなで解決していく

こと」を大切にしながら、地域との行政のパ

イプ役として町職員が担っていることで理解

をしているところですが、自治会との連携を

図りながら活動がなかなか見えていないのが

現状ではないでしょうか。

自治会の中では高齢化が進み、厳しい状況

がふえています地域福祉にかかわってこのサ

ポーター制度が連携することで、もっと効果

が出てくると考えているところですが、考え

方があればお聞かせいただきたいと思いま

す。

以上、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 坂田議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

教育行政執行方針については、後ほど教育

委員会のほうから答弁をさせていただきたい

と思います。

初めに、町政執行方針について、まち育講

座、まち育出前講座の利用拡大についてであ

りますが、美幌町自治基本条例制定の最大の

目的であります町民主体の自治を実現させる

ためには、行政が保有する多くの情報を町民

の皆さんに積極的に提供する中で情報の共有

と町民参加を進めていくことが大切になりま

す。
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このことから、情報提供の新たな方法とし

てまち育講座とまち育出前講座を創設し、さ

らにまち育新聞の発行により積極的な情報発

信を進めているところであります。

御質問のまち育講座、まち育出前講座の町

民の皆様の関心度と講座の利用状況について

でありますが、まち育講座につきましては、

平成２４年１月から、これまでに３回実施

し、ことしの４月に４回目を予定しておりま

す。過去３回の参加者は延べ１７８名、１回

の平均参加者は６０名となっております。

次に、まち育出前講座の実施状況でありま

すが、平成２４年度の開催回数は３１回、２

５年度は３月末までに３９回を予定してお

り、これまで３カ年で７２回、参加数は延べ

１,７５２名もの方に受講いただいておりま

す。

以上の実績から特にまち育出前講座は当初

から関心度が高く、さらに利用者がふえてい

る状況にあります。引き続き、多くの町民の

皆様に活用していただくための町民のニーズ

に沿った講座のメニューへの改善と一層のＰ

Ｒに努めてまいります。

次に、情報提供が不足しているとの御指摘

についてでありますが、現在、町民の皆さん

への情報提供の方法は広報誌とホームページ

を中心に必要に応じて回覧、チラシ、まち育

新聞等を配付させていただいております。

昨年は広報誌のリニューアルにも取り組ん

できましたが、引き続き読みやすい広報誌へ

の改善に努めてまいります。

また、インターネットやスマートフォンの

普及により町のホームページの重要度も高

まっていることから、その改善にも取り組ん

でまいります。

次に、地域サポーター制度の充実について

でありますが、地域サポーター制度は平成２

０年にスタートし、５年を経過しようとして

おります。

この間の活動といたしましては、平成２２

年に災害時要援護者支援制度の個別計画作成

のための自治会説明や登録事務などを行って

きたところであります。

その後、自治会連合会と行政との懇談会の

席上において、地域サポーター制度の活用に

ついてお願いしておりますが、具体的な活動

に結びついていない状況にあります。

その要因としましては、部長、主幹職３３

名を８班に分け、６７自治会を担当させてい

ただいておりますが、日ごろからなじみのな

い中では地域サポーター職員としての活用ま

でには至らないという状況でないかと思われ

ます。

一方、職員が自治会活動に積極的に参加し

ている自治会は、その職員が地域サポーター

役を既に担っていることも一因ではないかと

思われますが、職員の居住の偏りもあること

から、実効性のあるサポーター制度への改善

を図る必要があると考えているところであり

ます。

改善の具体的な方策につきましては、自治

会連合会を窓口に御意見を伺いながら進めて

まいりたいと考えておりますので、御質問の

地域福祉にかかわっての地域サポーター制度

の連携についてでありますが、現段階では具

体的にお示しできるものはございませんが、

自治会連合会と協議を重ねながら地域福祉の

充実と地域サポーター制度のあり方を研究し

てまいりたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 坂田議員

の御質問に答弁させていただきます。

フッ化物洗口実施後の取り組み状況につい

てでありますが、歯・口腔の保持増進は健康

で質の高い生活を営む上で基礎的、かつ重要

な役割を果たしています。

このため、永久歯の虫歯予防に最も重要な

学童期に全ての児童に虫歯を予防する機会を

設けるべく、各学校ではフッ化物洗口を学校

保健計画に位置づけ、児童の虫歯予防に取り

組んでおります。

フッ化物洗口は、フッ化物を含む水溶液を
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用いてぶくぶくうがいを行い、歯のエナメル

質表面にフッ化物を作用させる方法であり、

週１回、朝の会などに実施しています。

実施に当たっては毎年度、当初の４月に

歯・口腔の健康の大切さとフッ化物洗口の予

防効果や安全性を保護者へ周知し、理解に努

める一方で希望調査を行い、保護者の同意が

得られた児童のみが参加する方式としており

ます。

現在、約９割の児童がフッ化物洗口を行っ

ていますが、参加していない児童につきまし

ては水を使ってのうがいや読書などで対応し

ているところです。

歯と歯の間は歯ブラシの毛先が届きにく

く、歯磨きだけでは虫歯を十分に予防するこ

とができません。より効果的な虫歯予防には

歯磨きの励行に加え、甘味の適正摂種と幼少

期や学童期にフッ化物洗口を行うことが重要

となります。

丈夫な歯を子供たちにを合い言葉に虫歯に

なるリスクを低減し、歯科治療費の節減も期

待できるフッ化物洗口の実施に理解が得られ

るよう、引き続き各小学校を通じて保護者の

皆様に働きかけてまいります。

次に、子供たちのコミュニケーションのあ

り方についてでありますが、少子化、核家族

化の進行や情報化の進展など、社会の急激な

変化に伴い、子供たちの生活体験や自然体験

の機会が減少しており、社会性の未発達、コ

ミュニケーション不足による人間関係の希薄

化が課題となっています。

自分や他者の感情や思いを表現したり、受

けとめたりする語彙や表現力の乏しさが周囲

とコミュニケーションをとれない、他者との

関係において容易に切れてしまう一因との指

摘もあります。

このため、小中学校におきましては国語科

を中心に各教科における言語活動の充実を図

るため、自分の思いや考えを表現させる場面

を設けるとともに、発達段階に応じてペアで

の話し合い、グループでの意見交換、学級全

体での学び合いを意図的に取り入れていま

す。

また、小学校区ごとに運営委員会を組織

し、地域の方々の御協力をいただきながら活

動しているコミュニティスクールは、子供た

ちの放課後の居場所づくりとしてコミュニ

ケーション力を養う場になっています。美小

の親子でお正月を楽しもう、東陽小のひまわ

りロード、旭小の子ども盆踊り教室、福豊小

の餅つき大会など、異世代や異年齢間の交流

事業を引き続き進めてまいります。

子供たちには、多様な集団の中で互いの考

えや気持ちを認め合い、尊重、協力し合うな

ど主体的によりよい人間関係を形成しなが

ら、自己を成長させていくコミュニケーショ

ン力の育成を図ることが必要です。

教育委員会といたしましては、学校教育と

社会教育が連携を図りながら、子供たちの発

達の段階に応じたコミュニケーション力の育

成に努めてまいります。

また、町民生部が所管する学童保育所は、

保護者の勤労や疾病などにより留守家庭とな

る児童の健全育成と福祉の増進を図るために

設置された施設ですが、小学１年生から３年

生までの異なった年齢集団の中で遊びを中心

とした活動を通してルールとマナーを覚え仲

間づくりを行うなど、社会性を身につけられ

るよう指導が行われています。

同じく町民生部が所管する児童センター

は、健全な遊びの場を提供することで心身と

もに豊かで健康的な子供たちの育成を目指し

た施設ですが、制作活動や伝承遊びなどの屋

内活動に加え、体力づくりや自然体験などの

屋外活動を行うなども、子供たち同士が意識

し合い、感情をお互いに理解し合えるような

取り組みが進められています。

町行政との連携を深めながら、子供たちの

コミュニケーション力の育成に努めてまいり

ますので、御理解をいただきたいと存じま

す。

次に、防災教育についてでありますが、こ

れまでの想定をはるかに超えた地震、津波に

よって岩手県、宮城県、福島県を中心に甚大
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な被害をもたらした東日本大震災から３年を

経過しようとしています。

文部科学省は、東日本大震災の教訓を踏ま

えた防災教育を推進するため、被災地域にお

ける学校の対応を調査し公表しております

が、児童生徒の約７４％が机の下に隠れるな

どの行動をとる、約５０％が場所や状況に応

じた行動をとるなど、震災が発生するまでに

行われてきた避難訓練の成果があらわれる結

果となっています。

各小中学校では、火災や地震を想定した避

難訓練を年２回程度実施していますが、近年

の異常気象を踏まえ、台風や竜巻、雪害、河

川の氾濫など、本町の地域特性に応じた訓練

や事前指導を行わずに抜き打ちで訓練を行う

など、不測の事態、想定外の災害に備えた実

践的な避難訓練の実施に努めてまいる考えで

あります。

災害発生時にみずから危険を予測し回避す

るためには、自然災害に関する知識を身につ

けるとともに、習得した知識に基づいて的確

に判断し、迅速な行動をとることが必要とな

ります。

東日本大震災では、既に帰宅していた岩手

県釜石市内の小学生がみずからの判断で避難

し、１人も命を落とさずに済んだ「釜石の奇

跡」が有名です。約１０年にわたって防災教

育に取り組んできた成果として語られていま

すが、その教えは想定にとらわれるな、どん

な状況でも最善を尽くせ、率先避難者にな

れ、この三つの柱で成り立っています。

防災を含めた安全教育の時間数は限られて

いますが、関連する教科や特別活動を初め、

教育活動全体を通じて児童・生徒が主体的に

行動する態度を育成することが求められてい

ます。

防災教育を受けた子供たちが大人になり、

地域の中心を担うようになったとき、地域の

防災力が高まります。

そのような長期的な視点に立って、今後と

も防災教育の充実に努めてまいります。

次に、高齢者大学（明和大学）の魅力ある

授業内容についてでありますが、明和大学は

昭和４７年１１月に開校されて以来４２年、

卒業生は本年度を含めますと１,００６名を

送り出すまでになっております。

定員３０名のところ、開校から約１０年間

の入学者数は４０名から５０名を数えました

が、平成２３年度に１０名となったことか

ら、平成２４年度から募集開始を１カ月早

め、募集期間を２カ月間といたしました。

加えて、平成２５年度からは電話でも入学

申し込みを受け付けることといたしました。

このことにより、入学者数は平成２４年度は

１４名、平成２５年度は１８名と徐々に増加

の兆しを見せ初めています。

減少傾向の要因としましては、６５歳以上

の高齢者であっても就労機会を得ているこ

と、趣味のサークルや学びの機会、地域にお

いて活動できる場の増加を背景に自主的、個

人的な活動を求める人がふえてきていること

にあるものと考えております。

入学者数の減少が授業内容のマンネリ化に

起因するのではないかとの御指摘ではありま

すが、明和大学は高齢者教室として学校の形

態をとり、学則に規定されている６分野の授

業科目（健康管理及び体育、一般社会、政治

経済、倫理道徳、芸術文化、科学技術）に

沿って、学生の要望を考慮に入れながら、時

代の流れも見据えた授業内容を提供しており

ます。

さらに、多彩なクラブ活動や学生の自治組

織である自治会活動も行われております。

それぞれの授業やクラブを担当する先生方

はクラスに応じて工夫を凝らし、わかりやす

く充実した授業のため御努力いただいている

ところであります。

このほか、町民の方々も御参加いただける

公開講座を年２回開催し、明和大学の学習を

共有する機会としております。

新年度におきましては、学生の要望も最大

限に取り入れながら授業やクラブを担当する

先生方の御協力を受けつつ、学びを充実さ

せ、高齢者の生きがい創出のため引き続き、
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鋭意努力してまいります。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 教育行政のほうか

ら再度、質問をさせていただきます。

まず再質問に当たって、フッ化物洗口の実

施取り組みについてですが、これは北海道

歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例委員

によって実施されているということは十分、

御承知のことと思いますが、私も最初８０２

０というのはどういうことなのかなとちょっ

と理解できなかったのですけれども、これは

国と日本歯科医師会による８０歳になっても

２０本以上の自分の歯を保つことで豊かな人

生を送ろうという考え方のもとに提案された

運動だということがよくわかりました。

それで、保育園、学校のフッ化物洗口の推

進については、１２歳児の虫歯本数が全国

１.７本に対して北海道は４７都道府県中４

３位の２.３本で、全国の中で下位に当たる

ことが理由とされているようですということ

を理解いたしました。

各学校では、フッ化物洗口を学校保健計画

に位置づけて児童の虫歯予防、丈夫な歯を子

供たちにを合い言葉に取り組まれて、効果も

期待しているところであります。

ただ、学校の取り組みによって差があって

はならないと考えているところでございま

す。私たち子供時代は、また私たちが子育て

をしている時代を過ごしたときとは違って、

世の中が便利になった分、大地や大気、水質

汚染が拡大して食物アレルギーやシックハウ

ス、またシックスクールなど、化学物質過敏

症の子供たちがふえてきている状況にもある

と言えます。

フッ化物洗口を行うことで新たにエネル

ギー、化学物質過敏症を発症させてしまう可

能性があるのではないかという心配もあると

ころなのですけれども、こういうことについ

ても注意が必要となってきますが、このこと

についてはどのようにお考えになっているの

かお聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、御質問の化学

過敏というか、そういうことも起こり得るの

ではないかという話でありますけれども、私

どもとしましては一切、そういう状況が起き

ていないというか、そういう事例もないです

し、そういうことを想定してのことも頭に入

れての国の勧め、それから道の勧めというこ

とだと思っておりますので、私どもについて

は今のところそういう心配は全くしておりま

せん。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） ただ、今後、心配

が考えられるかなというふうな点では、やは

り注意が必要かなというふうに思っておりま

す。

それと、今までフッ化物洗口に参加されて

いない子供たちについては、やはりこういう

心配も一つには考えられることなのかなとい

うふうには思うところですけれども、よさを

親、両親に話をした上で虫歯を予防するとい

う学校の一つの取り組みとして、やはり理解

をしてもらうということも一つには必要なこ

とではないかなというふうには思っています

ので、そこら辺のことについても今後、取り

組んでいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、御指摘のとお

り、先ほど答弁でもお答えいたしましたけれ

ども、毎年きちんとそのよさをＰＲしている

つもりではあります。

最終的には、やはり保護者の同意という

か、これを強制的にやるということにはでき

ない状況でもありますので、私ども今、御指

摘いただいたように、やはり常々こういうも

のは有効でありますよと、フッ化物洗口は有

効でありますという皆さんへのお知らせはき

ちんと引き続きしていきたいというふうに
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思っております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） いずれにしても受

けるか受けないかは家族の話し合いと両親の

考え方によるということでは理解をしていま

すので、そこら辺のことについては十分、検

討しながら進めていただきたいと思います。

次に、コミュニケーションのあり方につい

て質問させていただきます。

このコミュニケーションというのは、今、

御答弁いただきましたように子供たちを取り

巻く環境はとても大きく変化をしていく中で

コミュニケーションというのは取りづらく

なってきているというのは、十分、御理解し

ていただけると思います。

その大きな要因としては、先ほど申し上げ

ましたように携帯電話やゲーム機で言葉を発

しないで相手に通じるものがあったり、メー

ルでのやりとりであったり、ゲームなどは自

分の家にいても、離れていて友達と同じゲー

ムで楽しむことができるといった意味では、

本当に自分の考え方、意志を伝える機会が少

なくなってきているなというふうに思ってい

るところです。

また、大人が話しする機会を奪っているの

ではないか、家庭の中で十分話しをする機会

がつくられているかということについても疑

問を感じているところでありますので、その

点についてもやはり働きかけが必要なのでは

ないかというふうに思うところです。

コミュニケ－ションづくりというのは、学

校だけで行うものではないなというふうに

思っておりますので、いろいろな場面で意識

づけをしながら取り組んでいかなければなら

ないものだろうと考えているところでありま

すので、先ほど答弁いただきましたけれど

も、学校の授業の中でやったり、それから放

課後の居場所づくりとしての児童センター、

学童保育の中でのコミュニケーション力を養

う場であってほしいなと願っているところで

す。

特に児童センターについては年間６,００

０人以上の子供たちが、小中学生が利用され

ているということでありますので、そこでの

コミュニケーションについても十分、検討し

ていく必要があるのかなというふうに思って

おりますので、そこら辺のことについても十

分考えていっていただければというふうに

思っております。

これは簡単にすぐ取り組んだからできると

いうものではありませんので、そういうこと

を意識しながら、今後の学校の中、それから

放課後の居場所づくりの中でも取り組んでい

ただきたいという思いを込めて今回、質問を

させていただきました。もし何か答弁してい

ただけるものがありましたらお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 非常に難しい問題

というか、今、御指摘のとおり学校、家庭、

地域、これはやはりそれに私どものかかわる

行政が４者がやはりきちんとかかわっていか

ないと難しいことなのかなというふうに思っ

ております。

特に家庭どうするか、子供たちの携帯電

話、スマートフォンの所有状況ということ

で、つい最近、新聞の記事をちょっと見つけ

ました。その中で、これは毎年やっているの

ですけれども、青少年のインターネット利用

環境実態調査というのがありまして、それの

速報が出たのです。

私はそれを見たときに非常にショックで

あったのですけれども、小学生の言うならば

携帯電話、スマートフォンの所有状況が２４

年と２５年を比べますと、２４年度が２７.

５から３６.６、中学生でいけば、これはそ

んなに動いてはいないのですけれども５１.

６から５１.９、全体を総じると本当にかな

りの子供たちがそういう保有をしてきている

ということと、やはり実際の青少年の実態と

保護者の認識がかなりギャップが出てきてい

ることも実態かなということで浮き彫りに

なってきたということなのです。
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そういう意味では今、本当に坂田議員が御

指摘された部分、私ども本当に教育委員会と

して学校だけでなくて家庭とか地域にできる

だけ働きかけをしていきたいというふうには

思っております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） ぜひ、家庭、地

域、学校の連携で取り組んでいただきたいと

思います。

次、防災教育についてですが、防災教育に

ついても答弁いただきましたように、防災を

含めた安全教育の時間数は限られているとい

うことで理解はしているところです。

日ごろから防災についていろいろなものを

目にしたり、耳にしたりする機会が１回でも

多くあることによって意識も変わってくるの

ではないかなというふうに思われると。

例えば、地域自治会の協力のもとで自治防

災の取り組みの中でも例えば子供たちが参加

をして、子供たちの役割を受け持つことで意

識もかなり違ってくるのではないかなという

ふうに思います。

前回の質問の中でも申し上げましたけれど

も、学校のイベントですとか、キャンプを利

用して避難所の体験をしてみたり、学校周

辺、それから公園周辺の危険箇所を調べた

り、気づいたことを防災マップで作成に協力

をしたり、例えば図上訓練などにも参加させ

たり、炊き出しや非常食体験などを行うこと

でなお一層、防災に対する意識が深まってく

るのではないかなというふうに思います。

訓練を重ねることで習得した知識は必ず報

われる行動に結びつくと思います。地域防災

にかかわってのことになると、単独のことで

はできないので難しいこととは思うのですけ

れども、今、自治防災、自治会の中でもいろ

いろなことが話題になっていると思うので、

やはり地域との連携でこういうものは取り進

めていかなければならないかなというふうに

思っています。

そういうところでは、ぜひ学校だけの取り

組みに終わらすことなく、自治会の中にも子

供たちを参加させるという意味で進めていっ

ていただければというふうに思っています。

最近、十勝岳の噴火がどうなるのかなとい

うふうなことで、時々テレビで流れておりま

すので、やはりそういう意味でもこの防災教

育というのがますます必要になってくるので

はないかなというふうに考えているところで

もありますので、ぜひ今までと違った取り組

みのあり方について検討していただく。

今までやってきたことが無駄ということで

はないのですけれども、新たな方向で防災に

対する訓練の仕方、考え方を検討していただ

きたいという思いで今回、質問させていただ

きましたので、何かお答えするものがありま

したらお願いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 防災については、

町のほうも担当者がいて、いろいろ見直しを

やっています。防災に対しての事業を進めて

おります。

学校だけではということの中で、一つだけ

ちょっとお話させていただければ実際に美幌

小ですけれども、役場の担当者を呼んで、例

えば防災マップのつくり方とか、実際の防災

の部分をいろいろ勉強したというようなこと

は実際にやり始めております。

ですから、今、御指摘いただいたように学

校だけではなくて、やはりその地域もかか

わってやることは御指摘のとおりやはり大切

なことでもありますし、私どももきちんと進

めていきたいというふうに思います。

また、実際に町のほうも子供のように災害

に備えてというようなパンフレットをつくっ

たり、そういう準備もして、いつでも呼ばれ

れば行きますよというような状況で仕事をし

ていただいているというふうに聞いておりま

すので、ある意味では今回の教育行政執行方

針の中でお話のとおり、やはり安全・安心な

というよりも、みずから身を守る、それから

みずから自分が判断するというようなことの

力をどうつけさせていくかということがやは
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りポイントであるのかなというふうに思って

おります。

今まで東日本大震災における学校との対応

に対する調査研究なんかも出ています。その

中で何が問題だったかということ、それから

今までやったことが本当に無駄だったのか、

無駄でないのかということもやはり報告され

て、その一部も答弁の中に書かせていただい

ていますし、「釜石の奇跡」とか、本当につ

い最近、私はすごく読んでいろいろ参考に

なったというか、残念だったなというのが石

巻市の大川小学校の事故検証委員会報告がこ

の何日か前に来て読まさせてもらいました。

本当に今回の大震災の中で、本当にこの学

校だけなのです、これだけのたくさんの児童

と教職員が亡くなったというのは、それは本

当にこの報告書を見れば本当に一番最悪なパ

ターンがたくさん重なった部分というのが非

常にあって、そういうことをきちんと私ども

の教育委員会とか、それから学校関係者には

きちんと伝えて、いつでも起こり得るという

か、想定をしない災害においても本当に町民

だけでなくて、児童も含めて誰一人命を落と

すことがないように努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、答弁いただい

たようにいろいろな参考事例とか、指導書と

いうのも出ているというふうに伺いましたの

で、ぜひ美幌に合ったそういう訓練のあり方

というのを検討していただければというふう

に思います。

次に、高齢者大学について質問をさせてい

ただきます。

確かに、答弁いただきましたように開校か

ら１０年くらいの間は入学者も定員をはるか

に超えて、新たな取り組みということで希望

者が殺到したのだというふうに思っていま

す。

当時は、多分、７０代後半、８０代の方々

が多く参加されていたように記憶していま

す。現在、減少傾向にあるのは、私が授業の

内容のマンネリ化ということで御指摘をさせ

ていただきました。その中に、答弁いただい

た中で６５歳以上は高齢者であっても就労の

機会を得ているとか、また趣味のサークルや

学びの機会、地域において活動できる場がど

んどんふえてきている背景があって、自主

的、個人的な活動を求める人が多くなってき

たのが原因だと御答弁いただきました。

それも理解するところではあります。た

だ、高齢者大学という目的は、生涯学習の一

環として高齢者を対象に組織的な学習機会を

提供することによって生きがいのある充実し

た生活基盤を確立をするとともに、地域社会

における奉仕活動を行うリーダー養成も目的

としているのではないかなというふうに考え

ております。

ただ最近は、高齢者の中でも若くて元気な

方々が多くなってきているというのも現状か

なというふうに思っています。元気な方々に

は、それなりの課題が見えないと高齢者大学

の魅力を感じないのではないかなというふう

に考えるところですが、そのことについては

いかがお考えでしょうか、もし考え方があれ

ばお聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） もともと高齢者大

学ができた経過というものはちょっと触れさ

せていただきました。

その中でいけば、やはり一つの大学という

こと、当時を想定して年間どういう科目に対

して、どれだけの時間数をやるという一つの

ルールを決めております。

そういった中でいけば、一つのルールに

沿ったもののカリキュラムをどうしていくか

ということは、これはやはり形としてはやは

りきちんと守っていかなければいけないのか

なというふうに思っています。

今ちょっといろいろリーダー養成とか、そ

ういう要素も結果的にはあるのですけれど

も、やはり本来の高齢者大学と言われてい

る、当時、考えてやっている部分をどう時代
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に即して、組みかえをしていくかということ

だと思うのです。

ですから、マンネリ化という部分について

はちょっと、私は二つの面からそれに対して

はちょっと反論をしたいというふうには思っ

ているのです。

その一つは、カリキュラムはそれぞれの中

で見ていただければわかるのですけれども、

きちんとやはり考えたものでつくられている

ということ、これはもう２４年度、２５年

度、それなりに担当とかスタッフが協議して

つくっているという部分と、もう一つは何度

も言いますけれども、やはりそこにかかわっ

てくる人たちの分布を見る限りは、例えばこ

れは第２期の健康増進計画のためのアンケー

トを２４年３月にとっているのですけれど

も、老人クラブや自治会活動への参加という

部分からいけば、非常に男性が８１.１、そ

れから女性は６８.３ということで高いこと

は高いのですが、では実際に明和大学という

のは３.４％ぐらいしかいっていないです

ね、具体的には。

そう考えると、この年代というのは多分、

６５歳を超える、想定でいけば６５歳ぐらい

から８０歳を超えている方いるかもしれませ

んけれども、その辺の人数を考えると約９０

０前後ぐらいの中での何％かという、募集が

３０ですから、ちょっとやはりその辺のこと

を考えると、どうしてもそれぞれのかかわる

もう１点の部分でいけば、答弁書に書いてあ

りますけれども、かかわる部分の多様化の中

でなかなかそっちにいかなくなってきている

部分があるということです。

ですから、その辺の明和大学としての人の

引きつけと、それからそれぞれの個々の要素

で変わってきた部分というものをやはりきち

んと分けて考えないと難しいかなというふう

には思っています。

カリキュラムについては、それなりに気を

使って、逆にちょっとお話の中では実際に文

集なんかをつくったときも皆さん、私も卒業

式にお話を聞くと、皆さん来た人は全部喜ぶ

のです、不平不満は言っていない。それから

自治会活動の中で必ずどういうことをしたい

かも聞いてくださいと、そういう根本的なと

ころを改めるか何かちょっとしないとどうな

のかなというふうに、もしカリキュラム的な

ものに不満があるというのであれば、そうい

うような気はしております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 中身については私

もかかわらさせていただいたことがあるので

理解はしているところなのです。

ただ、やはり残念なことにいろいろなとこ

ろで、そういうせっかくある大学を利用して

いただきたいという思いから今回、質問させ

ていただいたということなので、決して内容

が本当に悪いかといったら、それはそれと

ちょっと違うのではないかなと、ただ、中に

は楽しかったということは大半なのだけれど

も、中にはやはり運営の仕方、いろいろなと

ころで不満を持っている人が何人か多分いる

のだろうというふうに思います。

だから、これからは進めるに当たってはや

はりもう少し大学に入っている人たちのニー

ズだとか、ニーズも相当以前と今と変わって

きているのだろうと思うので、そのニーズを

できれば生かしていただきたいのと、最後に

もう一つだけ、男性が非常にどこにも参加す

るのが少なくなってきているので、ある意

味、男性が魅力を感じるような、そういうメ

ニューも必要なのではないかなということを

申し上げて、この質問は終わらせていただき

ます。

あと残り少ないので二つだけ、あと７分し

かありませんので、まちづくり、まち育講

座、出前講座について再質問させていただき

ます。

このまち育講座については、先ほど質問さ

せていただきましたので、私としましては、

このまち育講座、もう少し、まち育講座とい

うのは、講座の内容、これは行政が説明を行

い、行政の各担当で抱えている課題を新たな



－ 79 －

制度について行政が説明を行い、町民の皆さ

んの意見交換により情報共有し、よりよいま

ちづくりを推進していこうというねらいだっ

たと思うのですけれども、町民の皆さんから

まち育講座を開いてくださいというのはなか

なか無理があるのではないかというふうに思

うのです。というのは、町の課題や何かが見

えづらいというところがあるので、できれば

行政側から情報を発信して、町民の皆さんに

開いてほしいという魅力をもっと持たせてほ

しいという思いを込めて今回、質問させてい

ただいたのです。

というのは、どうしてもまち育講座という

のはなかなかどんな講座があるのかなという

ふうにわかりづらいところもありますので、

そこら辺のことを具体的にもう少し情報を発

信していただきたいというのと、それから出

前講座についてはかなり最近は皆さんがいろ

いろなメニューがあって、そのメニューの中

から選択をして出前講座についてはお願いを

している経過があって、ふえてきているのか

なというふうに思っていますので、そのメ

ニューについてはもう少し町民の人にわかり

やすいメニュー、もう少し関心が持てるよう

な表現の仕方であればもっとわかりやすいの

かなというふうに思っています。

それと、まち育新聞については、大分、わ

かりやすくなったのですけれども、やはり今

は高齢化が高くなっていますので、字数は少

しずつ減らしてイラストとか、もう少し写真

とか、もう少し工夫していただければ見やす

いまち育新聞になるのではないかなというふ

うに思いますが、その点についてはいかがで

すか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 制度の趣旨は間違っ

ていないと思いますので、その中でいろいろ

課題や見直しであると思います。引き続き、

そういったことの見直し、工夫、努力してい

きたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） まち育講座、出前

講座については、今後も私も関心を持ちなが

らこういう取り組みや何かのことについては

気がついたところで意見を出させていただい

たりしたいと思いますので、今回、これにつ

いては質問はこれで終わらさせていただきま

す。

次、地域サポーターについてですが、これ

も前回、質問させていただいたことなのです

けれども、機能が発揮されていないのではな

いかという思いで今回、質問させていただき

ました。

現在では、いつ災害が起きるかわからない

と言われていますので、地域の連携が重要視

されているときに、この地域サポーター制度

というのは行政のパイプ役として最も重要視

されるところではないかなというふうに思っ

ておりますので、ぜひどこまでその機能を地

域サポーターとして持たせるのかというとこ

ろを期待したいところなのですけれども、そ

のことについてはどの程度、どの辺までサ

ポーターというのを地域のためにできるかと

いうところ、具体的なものがありましたらお

聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長の答弁が最後の

ような気がしますが、時間のことを考えて、

町長。

○町長（土谷耕治君） 本当に課題がたくさ

んあると思います。機能していないという御

指摘もありました。しっかりとその声を受け

とめていきたいと思います。

それで、この制度をスタートさせた背景と

しては、時代はもう行政の職員が机に座って

待っている時代ではないと、出向いていく行

動力、そして住民の皆さんに寄り添ってい

く、その中で小さな声や弱い声、やはり施策

に反映していかなければいけないということ

だと思い、そういうことでスタートさせまし

た。

多分、これができないと衰退の一途をたど

ると思いますし、まちづくりも多分できない

と、そういう思いでおりますので、御指摘の
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課題、見直し等については十分、今後、検討

してまいりたいと、そしていい制度にしてい

きたいと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） やはり地域ごとに

活動できている場所、活動できていないとこ

ろというのを、そういう差がないように取り

組んでいただきたいというのが今回の最後の

要望だったのです、最後の思いだったので

す。

ですから、サポーター制度をきちんと機能

できるようにしていただき、地域間の差がな

いように対応していただけるように努力して

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） そのようにしたいと

思います。

最後に、先ほどの出前講座、この２６年１

月１日から８講座ふやしております。全体で

７９講座でやっております。職員も大変、こ

れについては工夫をして、ビジュアル的に

しっかりやろうということで、職員の能力も

上がっているという副産物も出ましたので、

引き続きこれについてはＰＲしていきたい

し、できれば議員の皆さんも大いにＰＲして

いただきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、９番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は、１時１５分といたします。

午後 ０時００分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順より、発言を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君）〔登壇〕 それでは３

点について御質問をいたしたいと思います。

一つは、過疎債事業の活用について、過疎

対策計画策定と町民会館改修事業についてで

あります。

昨年の１２月議会で、町民会館耐震改修の

質問をさせていただきましたが、現町民会館

の全面改築を視野に検討し、整備の方向性は

年内をめどに一定の結論を出すとの答弁でし

た。

あわせて、財源確保も課題とのことでした

が、過疎地域指定が通常国会に法案提出さ

れ、議決される見通しであります。

過疎債を活用するには、市町村計画策定が

必須でありますが、法案議決後では遅すぎる

ことになり、当然、事前の準備をされている

と思いますが、取り組み状況と計画策定の議

会議決までのスケジュールについてお伺いを

いたします。

対象事業は広範囲に可能であり、町として

の計画する当面の予定事業についてお知らせ

ください。

私は、以前も公共施設の中では特に町民の

利用頻度の高い施設であり、町民会館改修の

早期着工を強く求めてまいりました。特にエ

レベーターの設置は極めて優先度の高い町民

要望であり、過疎債という財源確保が可能な

ことから、速やかに計画に盛り込み実施を町

民にお答えしてはいかがですか。

２項目め、防災対策について、その一つと

して災害時要援護者情報の提供についてであ

ります。

平成２３年３月の東日本大震災の教訓を踏

まえ、国は平成２５年の災害対策基本法改正

により、避難行動要支援者名簿を活用した実

効性のある避難支援を市町村に求めていま

す。

具体的には、災害の発生に備え避難行動、

要支援者名簿の作成と避難支援等の関係者に

情報提供をすることとしています。

さらに、避難行動要支援者の生命または身

体を災害から保護するために、特に必要なと

き本人の同意なしに情報提供することができ

ると規定をいたしました。
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平成２４年３月の一般質問で美幌町個人情

報保護条例第９条第２項のただし書き規定

に、本人以外の者に提供することが明らかに

本人の利益となるとき、その他、保有個人情

報を提供することについて特別な理由がある

ときを追加し、個人情報を本人支援のため有

効に提供できるよう早急な見直しを求めたと

ころであります。

法改正に伴う美幌町の地域防災計画の見直

しの考え方、個人情報の提供に伴う適正管理

の考え方、美幌町個人情報保護条例改正の必

要性についてお伺いいたします。

また、現在、町が行っている災害時要援護

者支援制度に基づく登録状況及び本来、登録

が必要な対象者の未登録者数についてもお伺

いいたします。

防災対策の２点目でございます。災害時要

支援者の避難支援個別計画策定についであり

ます。

災害時要援護者の避難支援や救護を迅速、

適正に実施するため、災害時要援護者を誰が

支援し、どこの避難所に避難させるかを中心

に避難・救護に関する情報を避難支援個別計

画の作成として求められていますが、現在ま

での取り組み状況と今後の見通しについてお

伺いいたします。

３点目でございます。政策情報の公開につ

いて。公開基準のルール化についてでありま

す。

美幌町の最高規範である自治基本条例第５

条では、議会や行政が保有する町政に関する

情報は町民との共有財産であり、町民主体の

自治を実現するための基本であると規定され

ております。

議会は、行政が推進する政策を町民目線で

しっかりと審査、議決する責務があります

が、それを実現するためには行政の政策情報

を共有することが不可欠で、これが共有によ

り行政の政策水準が高まるとともに、町民に

開かれたまちづくりが前進するものと確信し

ております。

そこで、政策情報の公開についてルール化

すべきと考えますが、次の点についてお伺い

いたします。

一つ目は、政策の発生源を明らかにするこ

と、二つ目は、政策を決定する過程で検討し

た代替案の優劣の判断を示すこと、三つ目は

政策を決定する際、先進事例や類似施策の調

査を行っていると思いますが、調査対象の市

町村の比較などの評価情報を示すこと、四つ

目は政策をまとめる過程でどのような機会を

設けて町民参加の意見交換等を実施したの

か、その内容と町民に示した関係資料を示す

こと、五つ目は政策を企画・立案するに当

たって用いた基礎資料、専門資料の情報を提

供すること、六つ目は政策の根拠はどこにあ

るのか。総合計画、個別計画、法律、条例、

要綱等の根拠を示すことでございます。よろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 上杉議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、過疎債事業の活用について、過疎

対策計画策定と町民会館改修事業についてで

ありますが、過疎市町村の要件見直しは兼ね

てから国や関係機関へ要望を重ねてきた結

果、昨年１１月に自由民主党において見直し

方針案が示され、本町を含む全国２２市町村

が過疎市町村に追加指定される運びで、過疎

地域自立促進特別措置法、通称過疎法であり

ますが、その改正案を現在開会されている第

１８６回国会に議員提案される見込みであり

ます。

御質問のありました市町村計画策定の取り

組み状況と、計画策定の議会議決までのスケ

ジュールについてでありますが、昨年１１月

の追加指定の情報を得て以降、法案が可決さ

れ次第、直ちに過疎地域自立促進市町村計画

の策定に着手できるよう、事務レベルでは北

海道の担当者と逐次情報交換を行っておりま

す。

この中で、道の担当者からは市町村計画の

上位となる道の過疎地域自立方針の取り扱い

について、国から示さなければ道としても市
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町村計画の期間など、方向を示すことが難し

いとの情報提供があり、このことを踏まえて

今後も情報交換を密に行い、計画策定の早期

着手に向けた努力をしてまいります。

次に、計画に盛り込む過疎債の対象事業で

ありますが、平成２６年度予算編成におい

て、過疎債を活用することを前提とした留保

事業がミニホイールローダー購入事業、７８

８万９,０００円、道路改良舗装工事７,４７

０万円、美幌中学校校長住宅新設工事２,３

００万円、いなみテニスコート改修工事２,

５０７万８,０００円、博物館暖房設備改修

工事１億４,２７４万円の合計５事業で２億

７,３４０万７,０００円を見込んでいます。

お尋ねのありました町民会館の改修につい

ても、過疎債を活用した改築を考えており、

平成２６年度において改築計画を立てた上で

優先度の高い事業として計画に盛り込むこと

としております。

次に、防災対策について、災害時要援護者

情報の提供についてでありますが、平成２５

年の災害対策基本法の改正では、避難行動要

支援者名簿の作成を市町村に義務づけるとと

もに、その作成に際し、必要な個人情報を利

用できること、二つ目に避難行動要支援者本

人からの同意を得て平常時から消防機関や民

生委員などの避難支援等関係者その他の者に

提供できること、三つ目に現に災害が発生

し、また発生のおそれが生じた場合には本人

の同意の有無にかかわらず名簿情報を避難支

援等関係者その他の者に提供できること、四

つ目に名簿情報の提供を受けた者に守秘義務

を課すとともに、市町村においては名簿情報

の漏洩防止のための必要な措置を講じること

などが定められました。

このことから、本町では本年２月２６日に

美幌町防災会議を開催し、災害対策基本法の

改正に沿って美幌町地域防災計画を修正した

ところであり、今後は修正した地域防災計画

を北海道へ報告するとともに、関係機関との

協力を得ながら地域防災計画に基づいた防災

体制の整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

個人情報の提供に伴う適正管理につきまし

ては、災害対策基本法及び美幌町地域防災計

画に基づき、避難支援関係者に対し守秘義務

を認識していただくとともに、団体内部での

避難行動、支援者名簿の取り扱いの限定など

について指導を徹底してまいりたいと考えて

おります。

また、美幌町個人情報保護条例の改正の必

要性でありますが、平常時における災害時要

援護者情報の取り扱いにつきましては、災害

対策基本法に基づいた対応となることから、

個人情報保護条例を改正する予定はありませ

んので御理解をお願いをいたします。

災害時要援護者支援制度に基づく登録状況

につきましては、２月２６日現在、登録対象

者数２,３９０名、登録者数４２２名、未登

録者数１,９６８名となっております。

次に、災害時要支援者の避難支援個別計画

策定についてでありますが、災害時における

要援護者の避難支援については、要援護者自

身がみずからを守る「自助」及び当該要援護

者が居住する地域の「共助」を基本とし、こ

れらでは補えない部分について行政による

「公助」を支援することとしております。

平常時において、要援護者にかかる情報を

収集、把握、災害のおそれがあるときは的確

かつ迅速に避難を支援する体制を整えること

を目的として、平成２２年３月に美幌町災害

時要援護者避難支援計画を策定し、平成２２

年度に自治会や民生委員の協力により、災害

時要援護者台帳を作成したところでありま

す。

申請のあった方々については、要援護者台

帳に登録し、自治会や民生委員の協力を得て

避難支援個別計画を策定しております。

個別支援計画には、要援護者の氏名、住

所、年齢、性別や身体状況及び世帯状況のほ

か、緊急時の連絡先、避難支援者を記載し、

地域の指定避難場所のうち、その方が避難す

る一時避難場所及び屋内避難所を設定してお

ります。
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個別計画の副本は各自治会長及び避難支援

者に交付し、自治会長には要援護者の地図

を、地域の民生委員には要援護者一覧と地図

を配付しております。また、要援護者の死亡

や転入出があった場合には、その都度、自治

会からの報告により名簿や個別支援計画の変

更を行っておりますが、町としても年に２回

の更新を自治会に依頼し、最新の情報収集に

努めております。

要援護者の登録者数につきましては、先ほ

どお答えしたとおり４２２名となっておりま

すが、今後、災害対策基本法及び美幌町地域

防災計画に基づき、美幌町災害時要援護者避

難支援計画の見直しを行うとともに、避難行

動要支援者名簿の作成に向けて要援護者、障

がい者などの要配慮者の情報の把握を進めて

まいりたいと考えておりますので、御理解を

お願いいたします。

次に、政策情報の公開について、公開基準

のルール化についてでありますが、政策を進

める上において町の基本となる計画の策定や

町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定

に当たっては、審議会等の会議の開催、意見

交換会の開催、パブリックコメント手続きの

実施、その他適切な方法により町民の皆さん

に町政への参加を求めております。

施策の意志決定過程の情報公開につきまし

ては、美幌町審議会等の会議の公開に関する

条例に基づき、審議会等の付属機関及びこれ

に類する機関が行う会議を公開し、その会議

録と関係資料を公表しております。

また、パブリックコメント手続きにおいて

は、施策の案とともに施策の案を作成した趣

旨、目的及び背景、実施機関の考え方及び論

点など、町民の皆さんに当該施策案の内容を

理解していただくための必要な資料をあわせ

て公表しており、これら一連の取り組みによ

り施策の意志決定過程における情報共有を

図っております。

今後は全庁的に公表する資料の内容をより

わかりやすくするなどの改善に努め、町民、

議会及び行政の情報共有を図り、町民主体の

自治を推進してまいりたいと考えておりま

す。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 再質問をさせていた

だきます。

１点目の過疎債計画と町民会館改修事業に

ついてでありますが、年内に方向性を出され

るというようなことで、どのような内部協議

で、どのような方向性を出されたのか、その

内容について答弁に含まれていることも含め

てほかにございましたらお答えください。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 主な検討事項につい

ては、まず耐震調査をしまして、その上で不

適切であるというようなことで、昨年の４月

から教育委員会に町民会館の運営管理を任せ

ておりますので、教育委員会中心に検討して

まいりました。

現状の認識と、それから今後どうしていく

のかという検討をしていただきました。全体

では、回数は後ほど教育委員会のほうでわか

れば答弁していただきたいと思いますけれど

も、どういう機能を持たせるか、あるいはび

ほーるとどういう連携がとれるのか含めて検

討をしていただいているところであります。

ただ、さらに詳しい検討は今後、必要に

なってくると思いますので、その検討の状況

についてまたいろいろと御報告をさせていた

だきたいと思います。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは教育長のほ

うに、今、町長答えた以外の部分で具体的に

機能とか、連携というようなことで少し私も

このことについては関心事でもありますの

で、また多くの町民の方がいち早い事業の着

手ということを望んでおりますので、その辺

の内容についてお答えできるものがあればお

願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。
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○教育長（平野浩司君） 検討の回数等でご

ざいますけれども、教育委員会としては全体

で２回ほどさせていただいています。

その事前に協議をする中においては、実際

には今、町民会館については社会教育グルー

プが管理しておりますので、社会教育グルー

プの中でも３回ほど協議をしております。

私どものほうから、私どもというよりも、

私が自主的に指示を出したというか、検討を

ただやみくもにしれということにはならない

ので、私のほうから指示を出して項目として

は現施設の問題点、利用上の問題をまず現状

のままで耐震化して利用する場合はどうなの

だというようなことのお話をまず原課のほう

に投げかけております。

それから、新たに建てかえた場合の検討、

例えばその中でいきますと、びほーるを有効

に利用するための最低限度の施設整備です。

今、ホールができまして、それで全て完結す

るという考えは私ども教育委員会としては

持っておりません。

それと、これからは、またこれから町長と

詰めていく話でありますけれども、教育委員

会としてこういう思いがあるというような、

例えば社会教育の拠点としていくためにこう

いう考えを持っていて、そういった場合には

どういうふうになるかというようなことの検

討をさせていただいて、それを整理してござ

います。

そしてまた、他の施設を調べていただいた

データ等もありますので、例えばこの近くで

あれば斜里とか、中標津とか、道内のどちら

かというとつい最近建てられて運営をきちん

とされている部分の中身についても整理し

て、町長のほうに報告をさせていただいたと

いう状況でございます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ちょっと説明不足

だったと思いますけれども、議員の御質問で

改修の早期着手を求めるとともに、特にエレ

ベーター設置というようなことを優先的にと

いうような御質問でありましたけれども、耐

震調査をして不都合があると、それで４０数

年以上あそこの建物たっているので、耐震補

強をやるだけで果たしていいのかという疑問

が出てきました。

それで、耐震改修をして、それでいいのか

ということありました。それで、３階建ての

中でエレベーターもついていなくて、それで

３階まで上がる体に不都合のある方やお年寄

りが大変な思いをしているというようなこと

も含めて、やはりユニバーサル、耐震補強に

ユニバーサルデザインをくっつけて、それで

いいのかどうかということもちょっと考えて

みましたけれども、それにしても４０数年以

上たって、やはりその二つ耐震の補強とエレ

ベーターだけでは済まないだろうと、果たし

てこれから何年もつかということも含めて考

えると、やはり私は実は先日、後援会の集ま

りありまして、その中でもちょっとお話させ

ていただいたのですけれども、新聞報道もさ

れているようでありますけれども、やはりこ

れはもう改築しかないのではないかという思

いに至って、そういうことも踏まえて教育委

員会のほうに、そういった機能も含めて検討

していただきたいということでお話をさせて

いただいたということでありますので、耐震

補強、あるいはユニバーサルだけではちょっ

と、これから先を考えると、せっかくびほー

るがああいう形で大きなたくさんの利用が

あって、しかも文化祭も１カ所にコミセンと

昔は第１ホールということでやっておりまし

たけれども、あるいはびほーるということで

やっていましたけれども、展示もこちらのほ

うでやるということになって、なかなかあち

らのほうに足運ばれない方が多いといような

ことも踏まえて、やはりこれは改修というよ

りは改築のほうにスタンスを移さなければい

けないという思いで指示をしたところであり

ます。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今、教育長と町長の

ほうから私もこの美幌新聞に町長が述べたこ

との中で、町長自身は以前から年内検討とい
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う中で全面的な改築という一定の判断をされ

て教育委員会にもそのような指示されている

ということですので、町民の皆さんから見る

と時期は別にしてもそういう方向性が示され

たということで、大変、喜んでいるのではな

いかなと思います。

そこで、私も言っているように極めて優先

度の高いという認識を町長も持たれておりま

すが、先ほど過疎債の留保の事業それぞれ示

されましたが、この町民会館の改修について

は２６年度において事業推進するために具体

的に町長はどういう段階まで教育委員会のほ

うに指示、検討をされようとしているのか、

その辺について現状での考え方があればお聞

かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、単に建てかえ

るということではなくて、やはりどういう機

能を持たせるかということは極めて重要だと

思っております。

例えば、あそこにびほーるが７０％の利用

率があるということもあわせると、かなりの

人が来るということで、そういった面ではコ

ンベンション機能であるとか、あるいはセレ

モニーホールというのですか、セレモニー記

念式典含めて祝賀会みたいなものもできるの

が極めていいのではないかと思っていますの

で、セレモニーホールと、あるいはバンケッ

ト機能と言ってもいいと思いますけれども、

それらだとか、あるいは多目的ホールの機能

を持たせるだとか、いろいろなことがあると

思いますので、いずれにしろ単体だけでは

もったいないので、びほーるとの連携の中で

より効果が発揮できる、そういった機能も

しっかり持たせるということは極めて重要だ

と思いますので、あくまでも今、ラフデザイ

ンの話ですので、まだ詰めた話ではありませ

ん。

それで、過疎債のほうが実は平成２３年の

１０月だったと思いますけれども、公の場で

政党の政調会などでこの過疎債の指定をとい

うよりは、平成２２年度の国勢調査の確定値

を使うべきではないかと。当時、交付税も確

定値使っていますので、なぜ過疎債、過疎指

定だけが２２年の確定値を使わないのだとい

う訴えを実は２３年１０月だったと思います

けれども、そこからスタートしました。

そしてその後、私が去年の１０月に美幌と

斜里と上富良野町の町長含めて国会議員の先

生方、特に自民党、今、与党でありますの

で、与党の過疎対策委員会の委員長さん含め

てお邪魔したり、あるいは総務省の公営企業

の準備室というのですか、そこの室長さんの

ところにお邪魔したり、いろいろ地域の事情

を訴えてきました。

そして、１１月に至って、１１月２９日に

自民党の過疎対策委員会の中で追加となる６

市町村が明らかになったということで、私は

年内に過疎指定になれば一定の判断をしたい

なと思っていたのですけれども、それで１１

月になって具体的な市町村名は明らかにしな

いまま六つの道内市町村が該当になるだろう

というようなことを実は情報として仕入れま

した。

そのようなことがあって、昨年中にはと

思っておりましたけれども、その後、６の

市、町が具体的な形でなってきました。それ

で通常国会、今、行われている通常国会で３

月中の成案を目指して出すだろうということ

だったのですけれども、きょうはさらに確認

したらどうも今の衆議院、参議院の総務委員

会の中ではＮＨＫの会長の問題発言のほうが

ちょっと大きくて、ちょっとこの部分、棚上

げになっているということで、ただ多分、大

丈夫だろうというような情報も得ていますの

で、そういうことも踏まえて実は判断、こう

いう形で改修しかないだろうということを公

の場で発言させていただいております。

これから、それで過疎債がもしか使えると

すると、多分、今言ったどういう機能を持た

せるか含めて、これはもう実施設計いきなり

やるのではなくて、基本計画からやらないと

いけないと思いますので、その基本計画は過

疎債の対象外になっているので、それで留保
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事業にも入っていないということであります

ので、御理解をいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 町長から今、るる説

明がありましたので、私のほうとしては２６

年度に町単でもいわゆる基本計画の部分につ

いてまとめるということでしたら、過疎法の

制定が国会通れば計画に基づいてできますの

で、ぜひ町単でも２６年度中にそういう基本

計画を立てて議会にもまた御説明いただきた

いなと思います。

次に、その過疎計画の関係、私が調べると

平成２２年から２７年までの一応５カ年計画

というふうになっていると思うのですけれど

も、道のほうでまた国の方向性が示されない

ということなのですけれども、町にとっては

残り２カ年で例えば２６、２７年度の計画の

中で盛り込んでやったほうが、いわゆる今、

留保している事業もいち早く取り組めるの

か、それとも新たにこの法律改正になってか

ら５年があるのかどうかわからないですけれ

ども、その辺は現行の期間中の残り２年で例

えば手続きを踏んで議会の議決を経たほう

が、そういう留保事業の着手がしやすいのか

どうか、その辺、実務的なことを含めてもし

わかれば教えていただきたいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） １回目の答弁書

の中にもありますように、道の自立方針とい

うのがありまして、この期間も２７年度まで

と、残り２年間となっています。

おっしゃるように、我が町としてはいち早

く乗りたいので、本来、残り２年で建てたい

のですが、ここの答弁に書いてありますよう

にまだ仕組みが示されていないというような

ことで、今、何年の計画を立てたらいいのか

というのが、まだ指示を仰げないというよう

な状況であるものですから、それが例えば過

疎法自体が３３年の３月いっぱい、３２年度

末まで延期になっております。

今回の新たな改正によってどこまでの期間

を設定して、その計画を練り直すかというこ

と自体がまだ見えてこないと、もしその３２

年とか、あるいは５年とかとなると、全ての

市町村の計画自体が残り２年になっているも

のですから、全ての計画、市町村も計画を練

り直さなければならないということにもなる

ので、そこを情報、速やかにできるだけ早く

とって、計画を早く立てたいなと思います。

いずれにせよ方針次第ということになりま

すので、御理解願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員のほうから２６

年度中に何とかというお話がありましたけれ

ども、今、総務部長のほうから説明したよう

なことも先に向かってのそういう状況があり

ます。

それと、過疎状況をちょっと全道のやつを

見ますと１７９市町村あるのですけれども、

これのうち過疎対象が１４９あるのです。実

に８割ぐらいは過疎地域に指定になったと。

今回、追加指定の中で大きな都市でいうと函

館市、それから釧路市も入るというようなこ

とで、全道の過疎の枠が、この４年ぐらいを

見ると大体５５０億程度ということで、相

当、厳しいということも過疎債の枠自体も相

当厳しいという状況もありますけれども、な

るべく早く取り組んで、先ほど言った留保事

業の部分も何とか対象に入れたいし、そうい

う面では既に事務レベルで道とのいろいろな

計画書の作成の指導も受けながら、まだ指定

を受けておりませんけれども、そういう準備

をしっかりと進めているという状況でありま

すので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 状況はわかりました

ので、２２日に全国で市町村が追加指定にな

ることで国のほうも予算の上積みをして３,

５００ぐらいの、要はその計画に対する言葉

は適切ではないですけれども、予算の分取り

合戦に恐らくなってくるのだと思いますの

で、ぜひ指定に向けて事前の準備をきちんと

した中で、いち早く議会の議決の承認を得て
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着手できるように今後の取り組みを期待し

て、この部分について終わりたいと思いま

す。

次に、２点目の部分でございます。防災対

策の中の（１）の災害時要援護者情報の提供

と災害時の要支援者のいわゆる個別計画とい

うのは、これは二つとも関連がございますの

で、あわせてお尋ねしたいと思います。

答弁の中で美幌町の地域防災計画を修正し

たということですけれども、議長にお願いし

たいのですが、この修正の内容について資料

としてできれば議員に、後ほどでも配付をし

ていただくようなことでお願いしたいと思い

ますが、まずその点、議長のほうにお願いし

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） はい、わかりまし

た。

○４番（上杉晃央君） それでですね、いわ

ゆる援護を必要とする対象者のわずか１８％

しかまだ登録されていないと、これはいろい

ろな努力をしていると思うのですけれども、

一つにはやはり個人情報の壁というのが私は

大きく立ちはだかっているのではないかな

と、それで私は災害時の要援護者名簿をこの

地域防災計画の中にきちんと位置づけること

で、改めてもう一つのほうであります避難行

動要援護者名簿の作成をすることはないとい

うふうに国ははっきりと言っております。

ですから、そういった意味ではぜひ一体化

したその名簿を速やかにやはりつくってい

く、そして全員登録に向けて努力していくべ

きだと思いますがその辺、町の見解としては

国はそのように示しておりますがその辺につ

いての考え方違えばお答えいただきたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 地域で見守ったり、

助けたりするときに、一番壁になっていたの

が個人情報保護法だったわけですけれども、

今回のこの災害対策基本法が一部突き破った

と私は思っていますので、一部だけだと思い

ます。まだ、要するに災害が発生した、発生

するおそれがあるときには、本人の意志にか

かわらず名簿を提供できるというところで、

これは保護法の１点を突き破ったのでは僕は

ないかと実は思っております。

これも昨年の災害含めて東北の震災含め

て、助けようと思っても手を挙げなければ助

けられない、手を挙げない人には助けられな

い、情報もないからわからないということが

多分きっかけになって、ここを突き破ってき

たのだろうと思いますので、本当にこの保護

法自体はかなりきつい法律だと思います。も

ちろん、個人にかかわる情報は守らなければ

だめだというような、もちろんわかりますけ

れども、災害時だとか、そういう人命にかか

わるときに果たしてどうなのかというところ

は、今回、多分これで破っていただいたのだ

ろうと、我々思っていますので、しっかりと

このことについては理解をしながら、多分こ

れは人道的にもこの人、手を挙げて避難行動

要支援者であるかないかというのは書いてい

ないわけですから、人道的にはやはり手を差

し伸べるというのが本当だと思いますので、

ただその中でもやはり手を差し伸べるとい

う、手挙げ法しかなかったので人数も少ない

ということだろうと思います。

これは、民生委員の皆さんが自治会の皆さ

んが本当に御苦労していただいて、この名簿

が上がってきたというような経過もあります

ので、なるべく多くの方、ただ多くなるとそ

れを支える方も多くなければいけないという

ことになりますので、いろいろなことが課題

としてあると思いますけれども、しっかりこ

れについては災害時を想定しながら、やはり

もちろんそういう登録をしていただくという

ようなことも引き続き努力していきたいと、

そのように思っています。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 私は全国事例の中で

は、いわゆる個人情報保護条例の中にただし

書きを設けてやっている自治体も、これは美

幌町の見解は違いますけれども、そういうふ

うに取り組んでいる自治体もあるということ
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は以前も言いました。

今回の法改正の中で、本人同意がなくて

も、ここが大事、平常時から名簿情報を外部

に提供できる旨を町が災害対策基本条例等で

別に定めている場合、本人同意を必要としな

いと改正、災害対策法の４９条の１１第２項

で明文化しました。

お尋ねします。これを受けて町は情報を

しっかり開示して、名簿化をするための条例

制定の準備を私は個人情報保護条例ではなく

て、災害対策のためのきちんとした支援がで

きるための条例整備をすべきだというふうに

考えますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 今回の災害対策

基本法の解釈でありますけれども、私、今手

元にあるのは、その法改正による法律要綱と

いうものが実はございます。災害対策基本法

等の一部改正をする法律要綱というものがご

ざいまして、非常にここが微妙なところなの

ですが、議員おっしゃるとおり、まずは第１

点目、市町村長においてその避難支援等の実

施に必要な限度で避難行動要支援者名簿に記

載をし、要するにまず名簿をつくりなさいよ

と、これが義務です。そして、また記載され

た情報を内部で目的外利用できるものという

ものがまず１点であります。

次です、次は平常時のことを言っていま

す。災害の発生に備えということでございま

す。備えですから、平常時は避難支援等の実

施に必要な限度で避難行動要支援者本人の同

意を得た上で関係機関、その他の関係者に対

し名簿情報を提供するものとするということ

で、ここでちょっとメモっていただきたいの

は、あくまでも関係者であります。それと同

意であります。これが平時ということであり

ます。

次です、次は緊急時です。緊急時、これは

災害が発生したとき、あるいは発生するおそ

れがある場合ということに限ってです。避難

行動要支援者の生命、または身体を災害から

保護するために特に必要があると認めるとき

は避難支援等の実施に必要な限度で、本人の

同意を得ることなく、先ほど言いました関係

者のほかの者に対しても各名簿の情報を提供

できるものとするということで、一応こうい

うふうに３段階といいますか、市町村で整備

をして活用すること、それから平時での活用

については同意を得て、そして同意を得たも

のについても提供にはある程度、限度があり

ますよと、そして最後には緊急時はそのほか

のものに対しても広くその情報を提供できる

のですよというようなことでありますので、

平時についてはやはり一定程度の制約がある

中での活用ということで解釈をしておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ただ、これにこのい

わゆる国の改正された災害対策基本法に基づ

いて、まずその辺をどう解釈するかという問

題があると思いますけれども、既にある自治

体では、この条項を使ってきちんと名簿化を

して、行政の持ってといる情報で本人同意な

しにきちんと名簿化して、先ほど総務部長が

答えたような関係者にきちんと情報提供を平

時からしながら災害時に対応するという、そ

ういう対応をとっている自治体もありますの

で、ぜひここで今、法解釈議論していても時

間がありませんので、さらにこの法改正の中

身について十分、精査していただく中で美幌

町でわずか１８％しか登録されていないので

す。町長言うように。手挙げ方式、それから

いろいろな制度があると思うのです。でも今

回、法改正されたというのは、まさにそう

いった意味ではこれから同意なくてもいろい

ろな形での名簿整備、あるいは必要な支援者

に対して情報提供というのが可能になってま

いりますので、そうったところを前向きにそ

ういった条例の制定も含めて検討いただける

のか、町長のほうからお答えいただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 条例化できるかどう

かは今後の検討にかかると思いますので、い
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ずれにしろこの地域で、地域の住民の皆さん

をどう守るかという話ですから、条例化でき

るのかできないかちょっと置いといたとして

も、常時、平時でも名簿はつくれるわけです

から、我々つくります。その平時の考え方も

いろいろとあると思います。

町長はきょうは晴れていますけれども、雪

降ったときにそれが平時でないと言えば情報

提供できるのかどうかということあると思い

ます。誰が平時か、災害が発生した、あるい

は発生する、そういうことがあるのかという

判断を誰がするのかという問題も多分、出て

くると思いますので、いずれにしろ今回、美

幌町の地域防災計画改正させていただいたの

は、基本となる災害対策基本法が変わったと

いうことと、我々の組織も一部変わっている

ので、そういうことの改正ということであり

ますので、議員、御指摘のことについては法

解釈も含めてちょっと時間はかかるかもしれ

ませんけれども、研究はさせていただきたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは、２点目は

終わりまして、最後の質問に移らさせていた

だきたいと思います。

私は今回、政策情報の公開の質問をさせて

いただきました。これは私、役場の職員時代

に地方自治土曜講座で大学の先生から、いわ

ゆるそのときは地方分権が非常に叫ばれてい

た時期でもありましたので、その際に私は行

政の職員でしたけれども、いわゆる分権時代

の議会議員のあり方についての講義を受ける

中で、議員の役割について学ぶ機会がござい

ました。

答弁のとおり、自治基本条例の中では先ほ

どあったような、やはり主人公である町民の

意見をしっかり受けとめるためのいろいろな

施策をこの条例に基づいてやっていることを

十分理解をしております。

私の質問はそうではなくて、議会に対する

政策情報の公開するルールを定めてはいかが

ですかと、もちろん今も行政側から議会に対

していろいろな形での情報提供というのがあ

りますが、私の指摘している、いわゆる六つ

の項目により、今後はやはり議会に対しても

情報の公開をしていただきたいというふう

に、そういう観点から、私のちょっと質問の

書き方も不十分だった点はおわびしたいと思

いますけれども、その辺について、町長この

６項目について今後いろいろな主要施策につ

いて、そういう観点から行政内部でのいろい

ろな検討をした経過含めてしっかり出してい

ただくという質問でございますので、お答え

をいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 決して何か隠してい

るというつもりは全くありませんので、議会

の委員会含めて要請があれば、そういう情報

も提供させていただいていますし、またこち

らから情報発信しなければいけないというこ

とについては、そういう発信をさせていただ

いているので、あえてルール化をする必要が

あるのかどうかということも私はちょっと疑

問だと思いますけれども、いずれにしろ最高

の我が町にとって規範の自治基本条例に背く

ことないようにだけはさせていただきたいと

思いますし、一方で具体的な情報の提供につ

いては情報公開条例の中でも６項目の非公開

の情報があるので、そういうところもちょっ

と見ながら議会のほうにいろいろな情報を発

信する、提供することについては、それはや

ぶさかでないと思いますので、あえて私ども

何か隠して渋っているかということであった

ら逆にお示ししていただいたほうがいいよう

な気がするのですけれども、ないように思い

ますけれどもいかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 私は隠しているとか

ということではないのです。求めがあって、

そうすると町長の今の答弁を聞いていると議

会が求めないと出さないということではない

ですよね。求められればということは、私は

求められなくても主要施策について議会に審

議をするときには、こういうことで６項目に
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ついていろいろな検討してきたと、あとは議

会でしっかり議論してくださいという情報提

供を求められなくてもしていただくのが、こ

の自治基本条例に書かれている町民と議会と

行政の情報共有、特に私はなぜそのことを議

員になってから感じたかというのは、多様な

意見を議会議員というのは代表しているので

す。町長も選挙で選ぶ、議員もそうなので

す。そこに多様な意見がありますから、やは

り行政の判断で一応、形づけられた施策が、

それが本当に我々議員の目から見てどうなの

かというときに、行政の持っている六つの観

点からの情報をしっかり提供していただくこ

とで、議会もしっかりとした町民目線で審議

をできると、そういう意味でここに書かれて

いる六つのことというのは、私はこれからも

行政側に求めていきたいと思いますし、ある

議会ではこれを条例の中に、議会基本条例の

中にしっかりと盛り込んでいます。

ということは、そこの市では必ずそれに基

づいて主要施策を出すときには７項目でした

けれども、それで情報を出してくるのです。

美幌町はそのことをできないことないですよ

ね。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私、職員でいたとき

もありますけれども、やはり一番自由闊達に

論議できるのは委員会だと思います。

我々も何か重要なことがあれば、議会の皆

さんに御相談させていただいたり、お伺いを

立てたりするのは委員会が中心なので、その

中でいろいろな論議、むしろしたほうが６項

目のルールだけだと６項目守ればいいのか

と、僕そうしたら６項目だけやりましょうと

いう話になるのか、委員会で自由闊達な論議

をして、町にこういう情報はどうなのだとい

うほうが私はいいような気がしますけれど

も、これは今後の検討というか、勉強しなけ

ればいけない部分ですけれども、余りルール

化、ルール化してしまうとぎすぎすしません

か、どうでしょうか。

大変失礼しました、質問者ではないので済

みません、申しわけございません。以上であ

ります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 私は元行政の職員で

したから十分そちらがいろいろな意味で努力

されていることは認めるのですが、なぜルー

ル化が形にはまったことになるのでしょう

か、決してそうではないのです。

先ほど言っているように、行政とは違った

視点で議会議員というのは町長が提案してく

る施策について、やはり課題や問題点という

のを審議して、それがいいのかどうかという

ことをやはり審査する上には、最低限、行政

の持っている情報をきちんとルールによって

出していただければ我々わかるのです。

そして、別に本会議だけのことを言ってい

るのではなくて、当然、委員会のことも、議

会というのはそういう意味ですから、そうい

う意味で言えばやはり住民の代表の意見を聞

いている今は１３名ですけれども、１３名の

多様な意見を持った議会議員がより町民に

とって信頼される判断をしていくためには、

そういう情報を今後しっかりと出していただ

きたいと。

例えば、私はこの間こういう話を委員会で

質問しました。新年度予算の中の防災グッ

ズ、防災の袋を配ると、そして品物が来ま

す。その発生源は誰ですとかと私はあえて意

地悪に質問をしました、町長の発案です。

そういうことも聞かないと出ないような行

政と議会の関係ではなくて、この要望は町民

からの要望ですとか、議会側から意見でした

とか、住民団体からの要望ですとか、そうい

うところから始まって政策ということをしっ

かり議会の中で議論をしていきたいという観

点からの６項目という意味ですから、別に行

政が何も議会に情報提供していないとかとい

うことではありませんので、ぜひ今後、取り

組みについて検討いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 情報をどういうふう

に公開していくか、あるいは情報をどう提供
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していくかという問題だと思いますけれど

も、一部、今、情報を提供していないという

声もありましたけれども、私はそうは決して

思っていないので、我々が気づかないところ

を気づいていただいて、こういうところの情

報、あるいは資料どうだというところは議会

の審議、意志決定する最終的な議決をいただ

いて初めて形になっていく部分ですから、そ

ういう決定する過程のそういう判断をできる

ような情報はしっかり流したいと思います

し、議会がこういう情報が必要だというとこ

ろは、ある面、我々気づかないところは言っ

ていただく、その中で情報を出していくとい

うことがルールを決めたらそれこそそのルー

ル以外のことはやらないというようなことに

もなりかねないので、むしろ僕はそれのほう

が委員会あたりで、あるいは本議会あたりで

こういう資料もあったらもう少しいい判断で

きるのだということであれば、そうしたほう

が我々もやりやすい面はあると思います。議

会の皆さんも多分そうだと思いますけれど

も、そこは意見のちょっと違いがあると思い

ますけれども、考え方の違いがあると思いま

すけれども、きょう結論出す話ではないと思

いますので、我々も研究してみたいと、その

ように思っています。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 私はやはり多様な意

見を代表している議会議員がしっかり審議し

ていくために必要な情報を先ほど言った６項

目出していただければ、あとそれ以外にもし

かしたらあるのかもわからない、あれを全て

出されれば議会はしっかり町民の目線で審査

できると思います。

この目的というのはやはり行政側の職員の

政策立案のやはり能力を高める、もう一つは

議会議員がしっかりとした視点で町民目線

で、やはり町長から提案される施策について

評価をして議決するのか、修正するのか、否

決するのか、そういったことの判断材料に

しっかり使えるというふうに私は考えており

ますので、この６項目を行政側がきちんと

やっていただいたらそのほかに出てくるのは

全くないとは言いませんけれども、ほとんど

議会が審議するにたり得る情報だというふう

に私は考えておりますので、もう一度、町長

のほうに。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員さんも多様だと

いうことでは、逆にルールをつくると多様化

に対応できないということも考えられないで

しょうか。ルールどおりやればいいというだ

けの話では、それよりは僕は委員会なりで自

由闊達な意見の交換をするだとか、論議をし

ていくというほうが極めて健全ではないか

と、そのようなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 時間がありませんの

で、資料を求めた上で委員会、議会で闊達に

議論するのが議員としての役割ですので、そ

の辺は町長の考えと私が一般質問している部

分は当然、自由闊達にやるのは当然のことで

す。その前提には、きちんとしたした情報開

示をしていただきたいということを申し述べ

て終わりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） いずれにしろルール

あるなしにかかわらず、情報提供はしっかり

としていきたいと私は思っておりますけれど

も、住民の皆さんに対する情報提供、そして

協働していく、そして議会の皆さんにも情報

提供していく、そして町の最終的な決定をし

ていただく、それを妨げるようなことだけは

決してルールあるなしにかかわらず、そうい

うことは妨げないようにしていきたいと、今

後もしていきたいと、そのように思っており

ます。

○４番（上杉晃央君） 終わります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、４番上杉晃

央さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、２時２５分再開です。

午後 ２時１５分 休憩

────────────────
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午後 ２時２５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順により、発言を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君）〔登壇〕 私は、さ

きに通告しておりました２点２項目について

質問いたします。

１点目といたしまして、住民活動事業につ

いて、地域集会施設に給湯器設置についてで

す。

地域集会施設に給湯器設置について、町内

には多くの集会施設があり、新しく広く使い

勝手のよい大変恵まれた環境にあるものと、

そうでないものがあります。どの地域も一様

によい環境にできれば一番よいのですが、予

算との関係もあり、町内でも環境に格差があ

るのが現状です。

しかし、地域集会室では高齢者が集まって

食事会を開いて高齢者の引きこもりを解消し

たり、ひとり暮らしの方に近所の方々との交

流を促すなど、それぞれの自治会で努力され

ています。

高齢化により、ますます自主、自立で交流

事業をすることは重要な役割であると考えま

す。冬の寒い時期に給湯器もない施設もあ

り、水で湯飲みや茶碗を洗う、大変、苦労し

ているところもあります。

今、使用しているところを少しでも使い勝

手をよくし、住民の自主活動の環境を整え活

発に活動していただけるよう給湯器の設置の

考えをお聞かせください。

２点目は、教育行政についてです。高等学

校への連携、協力について。

教育行政執行方針の中で、平成２５年度に

はなかった高校との連携・協力を示していま

した。平成２３年４月に新しい美幌高校とし

て開設され、既に３年が経過いたしましたが

平成２６年度入学希望者は学科によってばら

つきがあるものの、定員を大きく割ったこと

を危惧するものです。

今後の少子化傾向を考慮しても、生徒の確

保はますます難しくなることが考えられま

す。

このような時期に教育委員会として美幌高

校の教育活動を広く情報を発信し、町内唯一

の高校として町全体で支える気運を高め、魅

力ある高校づくりを支えていくという取り組

みや生徒確保に向けた必要な手だてを町行政

と連携を図りながら実施していくとのことで

すが、現在、より具体的に示すことができれ

ばお聞かせください。

以上、２点、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 岡本議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、住民活動事業について、地域集会

施設に給湯器設置についてでありますが、そ

の前に教育行政については後ほど教育委員会

のほうから答弁をさせていただきたいと思い

ます。

美幌町が所有する２１の地域集会室は自治

会活動だけでなく、老人クラブや助け合い

チームの活動拠点として重要な役割を果た

し、平成２４年度では３,０７５回使用され

ているところであります。

また、集会室の約半分が２０年以上を経過

しておりますが、指定管理者である自治会の

適切な維持管理のもとに利用していただいて

おります。

御質問の給湯器設置についてであります

が、平成１２年以降、建設の集会室は建設時

に設置しており、それ以前建設の１４施設は

自治会からの要望に添って随時、設置してき

ているところであり、現在、８施設が未設置

となっております。

町では、残る８施設につきましても自治会

の意向を確認しながら設置してまいりたいと

考えております。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 岡本議員
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の御質問に答弁をさせていただきます。

高等学校への連携・協力についてでありま

すが、今月１日、新生「美幌高校」の第１期

生が卒業されました。「オホーツク圏の産

業・文化の発展に貢献する人材を育成する」

との教育目標のもと、３年間、報徳の台地で

学業や部活動に打ち込まれた卒業生の皆さん

が美幌町はもとより、地域の担い手として大

いに活躍されますことを期待しております。

美幌高校では、普通科と農業科が併設する

高校として特色ある高校づくりを進めていま

す。毎年、国公立大学を初め、道内外の私立

大学へ進学される生徒を輩出する一方で、昨

年１０月、東京都内で開催された日本学校農

業クラブ全国大会におきましては、合同会社

「びほろ笑顔プロジェクト」の活動を発表さ

れた地域資源マテリアル班が最優秀賞を受賞

されるなど、訂正をさせてください、優秀賞

と書いてありますけれども、最優秀賞でござ

います、申しわけございません。最優秀賞を

受賞されるなど、町の活性化にも大きく貢献

をいただいているところです。

町内唯一の高校を支えるべく、昨年９月に

教育委員が美幌高校を訪問し、校長との意見

交換を行うとともに、美幌高校マラソン大会

の際には生徒送迎用にスクールバスを臨時運

行するなど、教育委員会としては少しずつで

はありますが、連携協力を深める態勢づくり

を進めています。

また、新年度におきましては長期休業中に

学生ボランティアを小中学校へ派遣する学習

サポート事業を本格実施いたしますが、美幌

高校には高校生の派遣に御協力いただく予定

です。

地域で学び、成長した美高生は将来の美幌

町を支える大切な担い手になると確信してお

ります。町行政を初め、関係者との意見交換

を積み重ねながら、美幌高校の活動を支える

有効策を打ち出してまいりたいと存じます。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、地域集

会施設のほうから再度、質問していきます。

答弁では、自治会からの要望に沿って随時

設置してきているが、現在、８施設が設置さ

れていないとのことですが、今までその要望

がなかったのか、それとも自治会の意向を確

認しながら設置したいとのことですが、その

要望を確認するときに、台所を使うのはほと

んどが女性たちなので、女性たちの意向も確

認してほしいと思います。

洗い物にしても、流れるお湯で洗うことが

衛生面でも大切だと考えます。特に近年、ノ

ロウイルスとか、Ｏ‐１５７とか、食事を提

供する側は大変、気を使う時代になってきて

いるので、その衛生管理面では今まで以上に

重要なことだと思います。

ガス瞬間湯沸器ならそんなに高額ではない

と考えますので、８施設に早々と設置できな

いか再度、町長の御意見を伺いたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（小西守君） ただいま岡

本議員より自治会からの要望の状況について

ございました。

私ども自治会とお話をするときに、どうし

ても自治会長さんとのお話になります。そう

いう中では、岡本議員が言われたように実際

に使われる老人クラブの皆さんとか、女性の

皆さんの意見まで反映できたかどうかは

ちょっと今の段階ではちょっとわかりません

が、今回、このような御質問を受けまして自

治会長さんにお尋ねするときに、実際、利用

される方の状況をお聞きしながら御要望をし

ていただくようにお聞きしていきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） そういうことでな

いかなと思ったのです。自分たちが使う側に

なったら本当に寒いときに水で洗っても水切
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れも悪いですし、衛生面も本当にこれは悪い

なと思って、自分も今まではちょっと諦めて

いた感があるのですけれども、やはり先ほど

言ったように今は衛生管理が重要視されてい

ますし、どうしても提供を受ける側が高齢者

なので、その辺は普通の若者に提供するのと

かはまたちょっと違うというのもあります

し、どうしても使い捨て容器に頼らざるを得

なくなります。

ところが、使い捨て容器というのは、やは

り毎月とか、人数がいれば結構な金額になり

ますので、湯沸器の設置というのは、先ほど

も繰り返しますけれどもそう高額ではないと

考えますので、８施設しかあと設置する場所

がないので、この辺は町長の考えをお聞きし

たいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 自治会運動はいつも

私言っているのですけれども、長い歴史と規

模からいってもベストパートナーだという、

まちづくりのベストパートナーだと言ってお

りますので、不都合な点があればこういう以

外でも言っていただければ対応はできると思

いますので、担当のほうに８カ所すぐ、使用

形態によっては必要ないというところもある

かと思いますけれども、一方的な押しつけで

はなくて８カ所ついていないということです

から、早速、地域との話するように指示した

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 今の担当者ではな

いけれども、私は大分前にちょっと言ってい

ることはいるのです。

だから、私もこれは一般質問でなくてもい

いのかなと思ったけれども、やはり経過は

ちょっとあるのですよ、いろいろ。だから、

担当者も次々変わったり何かしておりますの

で、どうしてもこういうところに出てやるこ

とになりましたし、あとは先ほど町長も自治

会がベストパートナーだというふうにおっ

しゃってくださいましたけれども、今、防災

なんかでは自助、共助、公助という言葉があ

りますけれども、その共助の中でもこれから

一番必要なのは近所、近くの助けでないかと

いう持論をおっしゃる方がいらっしゃるので

す。昔から向こう３軒両隣という言葉があり

ますけれども、高齢化が進んでいく社会では

近所力を高めなければならないということな

のです。

先ほど町内には２１カ所の地域集会室があ

りますけれども、老人クラブや助け合いチー

ムが活動しているとのことなのですけれど

も、１施設を何カ所かの自治会で使用してい

るのが今の現実なのです。自治会活動の中で

もう少し近くにみんなが集まれる場所があれ

ばという話をよく聞きますし、私自身もそう

考えます。立派なところでなくても、下駄履

きで杖をついて歩いていけるような地域に活

動拠点があればと、そういう話はよく聞きま

す。

美幌町の自治会の集会室設置条例では、自

治会が建物を建てたり、買ったりしたときに

改装費で５００万円までの補助があるという

のが現状なのです。でも、そういうことをし

ようとして、ちょっと何回かそういう話し合

いをしたことがあるのですけれども、やはり

市街地の自治会で不動産を取得するというこ

とは非常にハードルが高いというのが現実な

のです。

先ほど午前中の新鞍議員の質問にもありま

したけれども、町内でも戸建て住宅の空きが

ふえてきているように考えます。そういう住

宅を借りる家賃補助があれば住民活動もより

活発になるのではないでしょうか。

例えば、これはどこの地域もできるかとい

うと、そういうことでもないのですけれど

も、例えばモデル地区、手挙げ方式で取り組

んでみるなどの考えは全く考えられないで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 岡本議員、給湯器。

今、町長が答弁したけれども、だんだん集会

所の話にちょっとなってきたので。その辺、

勘案して、もう１回。
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８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） 給湯器ではありま

すけれども、給湯器は給湯器の話なのですけ

れども、今すぐどうこうというわけではない

ですけれども、町長のその住民活動というこ

とで、そういうもし考えが伺えればというこ

となのですけれども。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ちょっと質問のこと

にないことだったので、資料もないのですけ

れども、これから新年度予算いろいろ協議さ

せていただくという場面があるので、その中

でも自治会集会室に対する支援の方法も実は

盛り込んでありますので、できればそちらの

ほうでお聞きいただいたほうがより担当の者

も予算措置しっかりしましたということが言

えると思います。

ただ、建設については５００万円という一

般的なルールをつくっておりますので、た

だ、今、建てたのはいいけれども、それこそ

給湯器と同じように運営が大変だというこ

と、それは人口減少社会であるのですけれど

も、そういった大変だということに鑑みて、

今回、いろいろな措置をさせていただきまし

たので、これも多分、この議会のたしか議会

のほうのこういう論議の中で出てきたお話だ

と思いますので、議員おっしゃるようなこ

と、先ほど答弁させていただいたように早

速、担当の者が今までの担当とは違う担当だ

と思いますので、しっかりやっていただける

と思いますので、もう退職した職員なのであ

れなのですけれども、しっかりやってくれる

と思いますので、そういう指示もしっかりし

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 岡本議員、質問は集

会施設に給湯ということですから、このこと

だけであれば発言を許しますけれども、次に

移るか考えて発言してください。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） そうですね、

ちょっと飛躍したなというところもありまし

て申しわけなく思っていますけれども、今国

会で厚生労働省が国会に提出している介護保

険の法案では、大幅に介護要支援者向けの介

護保険サービスの一部、訪問介護とか通所介

護を市町村の事業に委託するとの話がありま

す、これは情報としては、もちろんわかって

いらっしゃると思いますけれども、これも先

ほど町長がおっしゃっていたようにお金もつ

いてくるのだったらいいけれども、その辺は

まだはっきりしないということで、これから

の高齢社会で地域力とか、やはり近所で支え

合うということで、非常にそれが重要になっ

てくるのではないかなというふうに私は思っ

ていますし、周りを見てもまだまだ活動でき

る、もっとこういうものがあれば活動したい

という人が結構いるのです。

そういうところの力をかりるためにも、先

ほど町長、心強いことをおっしゃっていただ

きましたので、その地域のそういう集会室を

今後も継続して聞き取りをしていくよという

ことなので、期待しているところで、もう一

度、お話を伺いながら終わらせたいと思いま

すけれども、先ほど答弁で２１施設で３,０

７５回の使用があるというふうに回答されて

いましたけれども、実は自治会の役員や何

か、では、必ずしも集会室を使って役員会を

やっているかというと、１０回に２回ぐらい

しか使わないで、普通の食堂や何か使ったり

して自費でやっているということが本当に現

実問題なのです。

その辺のところも考えていただきながら、

地域に眠っている近所力というか、共助の精

神とか、そういうものを高めるためにもより

使い勝手のよいものを考えてやるということ

に対しては大変、飛躍して失礼ではありまし

たけれども、誰かがこういうところに立って

しっかり言わなければ、主にそういう活動を

したいという人は女の人なのです。でも、そ

ういうふうに何回調べていってもやはり行き

着くところがあって、そこで中断してもう何

年もたっているわけなのです。

その辺で、先ほどもいけないよということ

なのだけれども、私が考えるのはそういう一
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生懸命やりたいところに手挙げ方式でもいい

のではないかというふうに私の考えをここで

最後に言って、もう一度町長から何かお話を

いただければ幸いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回の給湯器の設置

については先ほど答弁させていただいたよう

なことで強く指示をしたいなと思っていま

す。

岡本議員のほうから自助、公助、近所とい

う、非常にいい言葉を教えていただいたと思

いますけれども、集会室ではやはり高齢者が

集うというような側面も非常に大きいと思い

ます。

そんな中で、私もちょっと最近読んだ記事

で岡本議員にぜひお伝えしたいのがあるので

すけれども、老後の不安は何だということの

中で、まず健康が心配だと、それから今後か

かるお金も心配だと、そして孤独も心配だ

と、このうち何が一番大変かというとひとり

で生き抜くという孤独ということが非常に一

番大変だということのようであります。

それで、長生きをして毎日を送るための秘

訣があるそうです。それは「きょういく」と

「きょうよう」だそうです。教育委員会の教

育ではなくて「きょう行くところがある」

「きょう用事がある」要するに居場所と出番

ということだと思います。

そういった意味で週に何回か装いをして仲

間が集まるところに行って、そして仲間と一

緒に何か地域のためにできるというような、

そういう居場所と出番が必要だということ

で、その出番の役割がこのまさに集会室あた

りも最近、大きな役割を占めているのではな

いかと思っておりますので、ちょっと読んだ

非常にちょっといいなと思って使わせていた

だきましたので、近所とともに「きょうい

く」と「きょうよう」ということで、しっか

り指示をしていきたいと、そのように思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 先ほどでもうやめ

ようかなと思ったのですけれども、「きょう

いく」「きょうよう」、その言葉も知っては

いるのです。

あとは町長が事務局時代に視察に一緒に

行ったことがあって、バスからおりてくる介

護される側が次々おりてくる人がみんなきれ

いな格好をしている、そしてしゃんとしてい

る、それはどうしてかというとばーばらハウ

スとかああいうところです。街の中で、街の

施設でデイサービスをやっている、だから今

までそんな恥ずかしい年寄りを見世物にする

気かと言っていた人方が、だんだん街の中に

出てくるようになって、しかもおしゃれをし

て出てくるようになったというのを、それこ

そ十三、四年ぐらい前だと思いますけれど

も、そういう視察をしたことがあります。

そして、実際に近所の食事会でも私はやっ

てみて感じることは、やはりその中の会話を

聞いていますと、あの人どうしたのだろうね

とか、今あの人は病院に入っているよとか、

そういう情報交換の場でもあるのです、そし

て病院に入院して、やって出てこれるように

なった方をみんなが歓迎をするという、やは

り携わる者でなければならない喜びもありま

すし、そういうことを手伝っている方はやは

り、こういう喜びがあるから一生懸命なって

いるのだなということも自分で経験して実に

これは大きな成果があることだと思っていま

すので、その辺を町長は十分理解していただ

いているようなので、この問題については終

わらせていただきます。

それでは、美幌高校の連携、協力について

のほうへ入っていかせていただきます。

美幌高校の平成２５年度入学者数は普通科

８０名、農業科７４名の１５４名で、定員に

対する充足率は９６％でした。平成２６年、

最終入学者希望数は普通科５５名、生産環境

科学科１６名、地域資源応用科４９名、美幌

高校としては１２０名、１６０人定員の１２

０名と、４０名の欠員があり、定員に対する

充足率は７５％であります。２５年度の卒業
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生は１３５名とのことでしたけれども、私も

行ってみて礼儀正しくて、学校を休まず行っ

た方が非常に多くて、それも大変、驚きまし

た。

感動の卒業式であったと私もいつも感無量

になるのですけれども、２校を一つにしたこ

とは今の段階で生徒にとってもよい結果で

あったというふうに考えます。

しかし、これからの少子化傾向が続く中で

も、いつも卒業式に行って思うことは、せめ

て今現在ぐらいの生徒数を確保したい、やは

り数の力というのですか、現在くらいの規模

を保つことが本当に重要だというふうに考え

ました。

先ほども述べましたけれども、きのうの教

育長の教育執行方針の中で美幌高校の活動を

支える有効策を打ち出していくとのことで

す、そのことに対しては大変、心強く考えて

います。

答弁で平成２６年度は長期休業中に学生ボ

ランティアを小中学校へ派遣する学習サポー

ト事業を本格実施するとのことですけれど

も、それをもう少し説明していただければ幸

いと思います。

過去に美幌農業高校の生徒がクッキーなど

をつくって保育園に訪問していただいたとい

う経過もありますけれども、学習サポート事

業というのはどういうことなのか、もう少し

詳しく説明していただきたいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 美幌高校の生徒さ

ん方は本当にいろいろな面で非常に町にかか

わっていただいているというのは周知の事実

でございます。

その中で、２５年度冬休みから、補正を

ちょっと皆さんの承認をいただいて学習サ

ポート、今、非常に子供たちの基礎学力が落

ちている、そういった中でやはりその先生方

だけの部分ではフォローできない部分を何と

か支援しようということで、農大生を入れて

学習サポート制度ということで冬休み中に学

習を見るという形を１回やらさせていただき

ました。

それは小学生だけです。それを２６年度か

ら小中学校全部でやりたいと、年間１０日間

ですけれども、夏休みと冬休みをやりたいと

いうことでございます。その中で、今までは

大学生だけだったのですけれども、ぜひ地元

の高校、唯一の高校ですので美高生にも手

伝っていただきたいという思いがございま

す。

やはり、児童生徒というふうに考えたとき

に、やはり児童に思えばやはり年齢の近い、

お兄さんみたいな人が勉強プラス、ちょっと

余暇の部分は遊びもかかわってもらうと、そ

ういうことでやりたいというふうに思ってお

ります。それが２６年度に今、考えています

学習サポート制度ということでの提案でござ

います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） そういうふうに地

元にその大学はありませんから、やはり高校

生が美幌では最高学ということになるので

しょうけれども、そういう人でボランティア

をしていただくということは大変、貴重な体

験を子供たちもすることになるし、高校生も

そういうプラスの方向に働いていくと思いま

す。

それとは別に、先日、校長先生とお話する

機会がありました。生徒確保についてなので

すけれども、校長先生もことしは管内の農協

を訪問する考えを持っているのだというふう

な話をされていました。過去にたしか美農時

代だったと思うのですけれども、校長と教育

長が同行して管内を回るというようなことが

あったと思うのですけれども、もし校長がそ

ういう行動をとっていただくならば、教育長

も同行するなどの考えがあるかどうか、

ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 過去にはつい最近

までそういうふうに生徒確保のために教育委

員会も協力してきたという経過がございま
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す。

私も常々校長に話しておりますけれども、

やはりなかなか地元では教育委員会というふ

うな立場の中では二つの顔があるというか、

一つはやはり地元の生徒さんたちには自由に

選択をして、自分に合った学校に行っていた

だきたいという面と、それと逆に高校が唯一

の高校であり、地元ではきちんとそれを守っ

て、教育を守るということではやはりきちん

と守ろうという面がありまして、そういった

中でいけば町外の方々、いうならばぜひ美幌

に来てくださいということのお願いをするこ

とについては、私は一向に構わないというふ

うに思って、校長にはいつでも一緒に行きま

すよと。

ただ、今、問題になっているのは農業科、

昔の言い方であれば農業科の中の生産環境科

学科というところが、どちらかというと後継

ぎを入れている学科なのです。もう一つの学

科は御存じのとおり非常に頑張って倍率も高

くて、片方は少ないという部分では管内の農

協とかというふうにおっしゃっておりました

ので、私は農協だけでなくてそれぞれの教育

委員会、学校もちゃんと教育委員会にお話し

して回らさせてもらいましょうというお話は

しています。

今、非常に危惧しているというのは普通

科、やはりこれはなかなか周りだけという部

分のことではいきませんので、この辺はきち

んと考えなければいけないと、何を考えるか

というと、地元の生徒が行きたくなる魅力あ

る学校づくり、これはどう頑張っても私ども

がやれることではないので、それはきちんと

美幌高校がきちんとそれを町内の生徒さん方

に示してほしいというお願いはしておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 教育長の生徒確保

が本当にどの町も今、少ない子供たちをどう

いうふうに引きとめるかということで一生懸

命になっているのですけれども、教育長が

おっしゃるとおり、生徒が行きたくなるよう

な学校づくり、子供たちの将来というのはも

う自分でいろいろ選んで行けるわけですか

ら、ここに行きなさい、地元だから行きなさ

いということは私も決して考えていないので

す。選ばれるような学校にしなければならな

いということが、昔から学校に携わって自分

も保護者として携わったときに、やはり何で

もいいから入りなさいではなくて、選ばれて

入ってくるような学校づくりをしなければな

らないというふうに、それはよく理解できま

す。

それと、これも校長先生のお話なのですけ

れども、やはり就職を希望する生徒が地元志

向が強いということなのです。しかし、生徒

は地元にどんな企業があるか余りわかってい

ないのではないかという話をしていらっしゃ

いしました。

インターンシップ事業などをしたこともあ

りますけれども、自分の行った先の企業しか

わからないで、自分が高校生のときのことを

考えても地元にどんな企業があって、どうい

う仕事をしているのかを、本当になるほどそ

れは把握しづらいだろうということで、この

辺はやはり商工業者というのですか、商工会

議所を通じて毎年、地元の生徒を採用してく

ださいという通知は各企業に全部行っている

と思います。そういう提供はあるものの、生

徒に対して、それは求人するかしないにかか

わらず、地元にどういう仕事をしている会社

があるのかということを、やはりこれは１年

とか２年のことではなくて、これはしっかり

知らせてあげるべきだなというふうに私は、

これはなるほどというふうに考えました。

地元の企業がどういう仕事をしているかと

いう、紹介する機会があってもよいのではな

いか。これは商工会議所などと連携して何か

できないかなというふうに思っています。

それと生徒募集のために各中学校へ紹介を

するのですけれども、その新聞とかテレビな

どでも美高のことはかなり取り上げられてい

まして、最近では商業一般コースの生徒２人
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が全国の商業高校の協会で主催する３種目、

珠算電卓検定、ビジネス文書検定、情報処理

検定の３部門で１級合格をしたということで

取り上げられていました。

これは１級、３種目以上の１級合格者は表

彰されるということなのですけれども、一般

の商業高校と違い２年生からのスタートでこ

の１級三つを取るということは、本人の努力

も非常に高い努力をしたと思いますし、これ

を指導してくださっている先生方も頑張って

いただいたなというふうに思っています。

ことし国公立大学も５名行っていますし、

私立大１１名とか、短大９名、就職先とか、

もっと中学生と保護者に対して情報提供する

ようなことがもっと積極的であってもよいの

ではないかなというふうに思うのです。

この辺などでも、教育委員会として何かで

きることがあるのではないかなと思いますけ

れども、ちょっと長くなってしまいましたけ

れども教育長のお考えがあれば伺いたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） いろいろ方策とい

うのは思いつくところはあるのですが、この

中でやはりきちんと考えなければいけないの

は何度もお話ししますけれども、高校自体が

どう思ってられるかということなのです。

例えば、先ほどの地元に就職をしたい子供

たちがたくさんいる、そういった中でどうい

う場があるかというのは会議所から町のほう

にも要望出ていますし、経済部でも実際に会

議所とか、それからある企業に就職したい子

供たちを連れてそれを見せるということは

やっております。そういうことは具体的に。

ですから、今、例えば高校が普段出してい

る高校のＰＲのようなものを例えば保護者に

わかるように、言うならば生徒の２年生、３

年生そういうものを積極的にやるとか、です

から一義的には高校がやはりそういう気持ち

で今やっていないというわけではないですけ

れども、それをやはり私はきちんと言いたい

のです。

本来、地元の高校を守るというのは教育委

員会ということでも、教育ということでは教

育委員会、私は余り幅狭める気はないので主

体的にはやるのですけれども、町全体という

ことで、町ということをやはりちょっと考え

なければいけない部分があるのです。

ですから、まずは高校自体が先ほどの繰り

返しますけれども、魅力ある学校づくりをど

んどんＰＲして、その補足を例えば町にやっ

てくれと、わかりました、では教育委員会は

その補足をやるという流れをやらなければだ

めなのかなと思いますし、常々町長とも話て

いて、本来、こういうところを直してほしい

とか、いろいろな要望、それは町ではなくて

本来、北海道がやることであって、そういう

ことがあれば町長が札幌行ったときなどに必

ず教育局に寄ってお話をしてきていただいて

いますし、私もそういう話をしております。

そういう役割分担でいけば、今、非常に期

待したいのは農業科というところは非常に頑

張っている部分、いうなら普通科という部分

の中で考えれば、確かにことしは国公立に５

名行っていますけれども、過去を見る限りで

はまだ多かった、前年度に比べれば７名が

行っていますし、それは卒業生も少ないとき

で、そういった考えでいけばもっともっと応

援もするけれども、高校、頑張ってよという

ふうに私は言わざるを得ないというふうに

思っております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） そうですね、高校

が主体となってというか、道立高校なのでと

いうことなのですけれども、自分もやはり関

わってみて思うのは、やはり高校というのは

やはり教職員というのは転勤があって、何年

かで行ってしまうのです。生徒も保護者もほ

とんどかかわるのは何年間かだと、この辺の

ところに本当に難しさがあるのです。

やはり、高校のあるべき理想の姿を町とし

てもある程度、要求というのですか、そうい

うものをしていきつつ見守るというような体
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制づくりが大切ではないかなというふうに思

います。

本当に校長は二、三年、教頭にしても二、

三年です、保護者もあとにＰＴＡ関係で残る

としてもいいところ５年ぐらいですから、や

はり町として学校を普通科でも、美幌高校を

守るのだという強い意志がないとは言いませ

んけれども、そういう明確なものは必要では

ないかなという、少子化で仕方のないことな

のですけれども、子供たちがどんどん減って

いって普通科、高校がだんだん弱体化してい

くところを見ているものとしては、やはり町

の意向というのですか、そういうのは必要だ

というか、強く守っていくためには非常に重

要なことだというふうには自分の中では結論

つけたのですけれども、教育長は何か最後に

一言ありましたら。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 私も地元の唯一の

高校をきちんと守るという気持ちは岡本議員

とは全く変わっておりません。

そういった中でいけば、本当に今ある意味

では農業科と言われる部分では頑張っていた

だいております。ここは本当に人気も高いと

いうことですし、学校の先生方とも本当に皆

さんと懇談もさせてもらったり、部長と一緒

に何をやりたいか、そのことで美幌町で何が

かかわってあげれるかという話も全部してお

ります。

やはり、何度も繰り返しますけれども普通

科については、これは就職とか進学という部

分については、何度も言いますけれども一義

的に高校がどういう方向性を示すということ

をやらない限りは、私はまずいかなというふ

うに思います。

ですから、今がやっていないということで

はないけれども、まだまだやってほしいと、

そのかわり私どももまだまだ応援はしようと

思います。

そういう意味では両方頑張らなければいけ

ないのですけれども、基本的には一生懸命頑

張れという旗は振りますけれども、高校、特

に普通科の指導体制、それからどういうふう

に子供たちが先へ行くのだということを明確

にもうちょっと具体的に町民、特にこれから

進学する生徒たち、それから保護者に示して

いっていただきたいというのが私の今の力と

いうか、言いたいことであります。

いずれにしても頑張って町挙げて応援して

いきたいというふうに思っております。よろ

しくお願いいたします。

○８番（岡本美代子君） 終わります。

以上で、８番岡本美代子さんの一般質問を

終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、３時２５分といたします。

午後 ３時１５分 休憩

────────────────

午後 ３時２５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順により、発言を許します。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君）〔登壇〕 教育委員

会に対しては久しぶりです、よろしくお願い

いたします。

教育委員長も図書館へ行かれたことがある

と思いますが、多数の人々が来館される中、

日ごろより利用している者の一人として長年

感じていることを素直に質問させていただき

ます。

北側にある正面玄関の西隣に花壇と椅子が

配置されていますが、来館者が利用している

姿を見たことがありません。

そのような現状の中、駐車スペースが足り

なく、長時間路上に駐車している状況を毎回

のごとく見かけるところです。

そこで、とりあえず花壇と椅子を撤去し、

駐車場の増設をすべきではないかと思います

が、いかがでしょうか。

さきの質問でとりあえずと申しましたが、

図書館、そのものが狭隘ではないかと思うこ

とが多々あります。蔵書が本棚に収まりきら
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ず、他のところで保管されていたり、閲覧す

るスペースにゆとりがなかったり、映像を見

たり音声を聞く場所がロビーであったりして

いる現状です。

建設当時と異なる利用方法もあわせて考え

た場合、近い将来の重要なる課題だと思いま

すので、図書館建てかえを模索してはいかが

でしょうか。

質問項目の二つ目の１です。職務を遂行す

るに当たり、それなりの手順があるのはもち

ろんのことでありますが、環境整備が整って

いるのかを重要視しなければいけないことも

あります。幾度となく質疑や質問をしていま

すが、改めて事務事業量に合った適正な人員

配置はされているのか、お尋ねいたします。

大きい項目の三つ目であります。おのおの

の職員の能力やくせまで承知できる規模、職

員３００名程度の自治体で行われる人事評価

はいかようなものなのか、人事評価の必要性

とその結果をどのように考えているのかをお

聞かせ願いたい。

現土谷町長は、大庭町長時代に総務部長を

歴任され、試行的に人事評価を行ってきた立

場です。行政は継続しているものです。町長

に就任されてからはや７年経過しようとして

いることは事実であり、その結果について明

確にされていないと思いますので、過去にも

む人事評価を行っているが、その結果をどの

ように活用、反映されたのかお示しいただき

たい。

評価の方法についてお尋ねいたします。

職員おのおのの相対評価はもちろんのこ

と、他の職員と比べた相対評価も必要不可欠

と思いますが、お考えをお示しいただきた

い。

評価を点数で表現するならば、標準点とか

基準点が存在しなければなりません。結果と

して、標準点、基準点に満たない者、あえて

申しますとマイナス点の者が明らかになりま

す。

そこで、人事評価の結果を踏まえ給与、こ

れは本俸を指しています、この減額や降格等

の分限処分することもあわせて制度化する自

治体もありますが、美幌町はどのようにされ

るのかお考えをお聞かせ願いたい。

大きい項目の四つ目であります。昨年１２

月以後、町民の風評、うわさを多く耳にする

ようになりました。その内容は、新設のパー

クゴルフ場施設整備のことであります。

職員から報告を受けている土谷町長は自分

の判断ができないでいる。新設のパークゴル

フ場を諦めたのか。自分の夢、町民の夢を実

現すると約束したのに土谷町長は切望してい

る町民のため、日々、努力していると思って

いる私でありますが、努力の一旦として足跡

を示す時期でもありますので、パークゴルフ

場施設整備に向けて地権者との交渉事や関係

機関との打ち合わせ等の経緯を示していただ

きたい。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 吉住議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。図書

館施設については、後ほど教育委員会から答

弁をさせていただきたいと思います。

初めに、事務事業量と適正な人員配置につ

いて、事務事業量に合った適正な人員配置は

されているかについてでありますが、行財政

改革の推進による職員の抑制に努めていく中

で、地方分権に伴う国及び道からの権限移譲

などによって職員個々の業務量が増大し、限

られた人員で町民サービスに迅速に対応し、

行政サービスを提供していくために職員一人

一人が職場内でグループ制を意識しながら事

務で協力できるものをお互いに協力し合い、

最小の経費で最大の効果を上げる行政組織と

いう行政運営の基本原則に基づき、効率的で

柔軟な組織体制としてグループ制を導入した

ところであります。

グループ制は事務事業の変化に伴い、部長

職権限により職員が担う担当事務や職員の配

置がえなどができるなど、流動的で柔軟な組

織となっております。

より精度の高い機動的な組織体制とするた
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め、常に課題や問題点について検証を行うと

ともに、体制の見直しを行ってまいりまし

た。

今後においても地方分権の推進、さらには

時代のニーズに即応した組織体制づくりに努

めてまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いいたします。

次に、人事評価について、人事評価の必要

性とその結果の活用をどのように考えている

のかについてでありますが、地方公共団体を

分権型社会にふさわしい組織に変容させてい

くためには、組織の担い手である職員自身の

意識改革と能力開発を効果的に推進する必要

があると考えているところであります。

平成２３年４月に施行された自治基本条例

において、職員の責務が規定され、公平かつ

適正に職務を遂行し、町民との信頼関係を構

築するためにも人事評価システムの導入は必

要不可欠であると考えているところでありま

す。

また、第５次美幌町行政改革実施計画にお

いて、組織の活性化と職員力の向上を図り適

正な人事管理を行うため、人事評価制度を全

職員に本格導入することとしております。人

事評価を行う最大の目的は評価した結果を今

後の職員の能力開発、人材育成につなげてい

くことであります。

評価結果につきましては、給与等に反映さ

せるとともに、人材育成や人事管理に生かし

てまいりたいと考えておりますので、御理解

をお願いいたします。

次に、過去にも人事評価を行っているが、

その結果をどのように活用、反映されたのか

についてでありますが、過去に行った人事評

価につきましては、職員の人材育成を目的に

平成１６年、１７年度において管理職を対象

に勤務評定として試行を実施したところであ

ります。

試行結果の検証としては、自己評価のばら

つき、自己評価が過小傾向にある、面談の必

要性、目標設定達成度に難易度につける、職

責によりウエートをかえるなどの課題が確認

されたところであり、評価結果につきまして

は試行であることから、給与等への反映は行

わなかったところでありますので、御理解を

お願いをいたします。

次に、職員個々の絶対評価はもちろんのこ

と、他の職員と比べた相対評価も必要不可欠

と思うがについてでありますが、人事評価制

度については、職員の人材育成と組織の活性

化、能力実績に基づく人員管理の推進、分権

時代の自治体職員を育成し、行政サービスの

向上を図ることを目的としていますが、前提

として公平性、透明性、客観性が確保され被

評価者が信頼できる制度でなければならない

と考えております。

人事評価は、組織の成果、業績を向上させ

るとともに、その過程において個人としての

モチベーションを高めるという目的がありま

す。人事評価を実施している多くの自治体で

は、評価結果の開示を受ける被評価者のやる

気、動機づけの観点から、他者との比較より

も評価基準と照らした達成度合いを測る絶対

評価を基本としており、本町においても絶対

評価により人事評価を行うこととしておりま

す。

今後、人事評価を実施する中において課題

等の整理、見直しを行いながら職員の資質、

能力及び勤務意欲の向上が図られる人事評価

制度となるよう、進めてまいりたいと考えて

おりますので、御理解をお願いをいたしたい

と思います。

次に、人事評価の結果を踏まえ給与（本

俸）の減額や降格等の分限処分をすることも

あわせて制度化する自治体もあるが、美幌町

はどのようにされるのかについてであります

が、人事評価を行う最大の目的は評価した結

果を今後の職員の能力開発、人材育成につな

げていくことであります。

人事評価の評価結果につきましては、人材

育成や人事管理の参考資料となるものであり

ますが、評価結果が最下位であることをもっ

て、直ちに処分を行うのではなく、当該職員

に対し注意、指導を繰り返し行うべきと考え
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ております。

また、必要に応じて担当業務の見直し、配

置がえ、集中的な特別研修などを行うことに

よって改善を図りたいと考えております。

しかし、人事評価は分限の基礎ともされる

ものであり、国家公務員においては勤務実績

が不良であり、公務能率に支障を生じさせて

いる場合に職員を降級させ、または降格させ

ることができる仕組みが定められております

ので、これを踏まえて同様の仕組みを検討し

てまいりたいと考えておりますので、御理解

をお願いをいたしたいと思います。

次に、町長の政治姿勢についてパークゴル

フ場施設整備に向けて地権者との交渉事や関

係機関との打ち合わせ等の経緯を示していた

だきたいについてでありますが、パークゴル

フ場施設整備につきましては、１２月定例会

で答弁させていただきましたとおり、１２カ

所の検討委員会での検討を踏まえ、町長とし

て最終決断をする段階にあります。

整備財源の見通しは明るくなってまいりま

したが、将来の財政負担をしっかりと考えた

上で、整備場所についてはそれぞれにさまざ

まな課題があり、面積の確保、周囲の環境、

交通アクセス、地権者や農地の問題などを総

合的に考えて、どの選択肢が町益、町民益の

ために最善なのか、最終決断に向けていると

ころであります。

議会を初め、町民の皆様には大変御心配を

おかけしておりますが、できる限り早い時期

に決断し、相談させていただきたいと考えて

おりますので、御理解をお願いをいたしたい

と思います。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 吉住議員

の御質問に答弁させていただきます。

図書館施設について、初めに図書館施設の

駐車場の増設をすべきではないかについてで

ありますが、図書館では現在、２３台の駐車

場を保有しておりますが来館者は１日平均約

２４０名で、多い日では約７６０名にも達す

ることもあります。

特にお話の部屋、絵本と遊ぼう、子供映画

会、お楽しみ文学館などの図書館事業が開催

される日は駐車場が不足する状況でありま

す。

また、無断駐車も多く、車に無断駐車のチ

ラシ張りつけによる抑制や車の所有者に直接

お話するなど対応しておりますが、なかなか

理解されないのが現状であります。

さらに、冬期間は例年、除雪の雪で東側の

駐車場の半分に当たる６台ぐらいのスペース

が雪山となり、大幅に駐車スペースが減少す

る状況にあります。

しかし、ことしは民間業者が社会貢献事業

により排雪をしていただいたことで、本来の

駐車場が確保され、町民の利便性が図られた

ことであり、大変ありがたく感謝していると

ころであります。

こうした状況の中、来館者の駐車場が少な

い状況は十分理解しているところですが、御

質問の正面玄関西側の花壇と椅子の撤去につ

いては、花壇のある敷地が三角形となってお

ります。したがって、駐車スペースとして利

用できるのは約１２台から１４台程度と思い

ますが、花壇の撤去及び駐車場整備になりま

すと多額の費用を要するため、昭和５４年３

月にオープンした図書館自体も３５年を経過

し、狭隘化に加え、老朽化も進んでいること

もあり、図書館自体の建てかえを視野に入れ

て検討する必要があると考えております。

こうした状況から、花壇撤去による駐車場

整備については十分理解できますが、費用対

効果や今後の建てかえを考えますと、現時点

での整備は難しいと考えております。

次に、図書館建てかえを模索してはについ

てでありますが、現在の図書館は昭和５４年

３月に新築オープンし、既に３５年が経過す

る建物であり、オープン時の書架には３万冊

の本が並べられ、５万冊を収納可能として建

設された図書館であります。

しかし、３５年を経過する中、町民ニーズ
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の多種多様化により、現在は閉架書庫なども

含め１４万冊を超える蔵書数となり、本箱の

増設、書架の本棚のかさ上げや書架通路の間

隔を縮小させるなどの工夫により９万５,０

００冊を数え、当初予定の約２倍近い本が並

んでおります。

しかし、これも限界であり、現在は比較的

利用が少ない資料などについては、図書館以

外の役場の旧質屋倉庫や旧労働会館へ分散保

管している状況にあります。

また、図書館も乳幼児から高齢者まで幅広

く利用されるようになるとともに、図書館事

業も住民参加型へと変化し、さらに来館者自

体も長時間滞在型となるなど、利用形態も大

変、変化してきております。

特に近年ブックスタート事業による子育て

世代の絵本広場の利用者や絵本とあそぼなど

の乳幼児向け事業の参加者が増加傾向にあり

ます。

こうした利用形態の変化により、書架を初

め、ブラウジングコーナーや絵本広場、２階

ギャラリーなど、図書館全体が狭隘になって

いることに加え、図書館自体も老朽化が進ん

でいる状況にあるため、町民の利用しやすい

ゆとりある図書館への建てかえが必要である

と考えているところであります。

しかし、図書館ばかりではなく、美幌町の

公共施設全体が改修、または建てかえの時期

に来ていることもあり、今後、町と協議して

まいりたいと考えております。

以上、答弁させていただきましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 図書館施設のほう

からお聞かせ願いたいと思います。

要旨の１です、駐車場の増設をすべきでは

ないかと、費用対効果という言葉、私は今

回、費用対効果という言葉が出てくるとは予

想していないのが本音であります。というの

は、教育長から今おっしゃってくれたよう

に、多い日で７６０名、年配の方も小学生も

含めてある中で、やはりあそこの駐車場を見

た場合、夏場においてもやはりあそこはちょ

うどたまたま経済部があるのですけれども、

路上を埋め尽くすほどなのです。それが毎日

続くとはあえて言いませんが、本当にそのぐ

らいの現状であります。

そういう意味で、費用対効果というより

も、もう少し意識を働かせていただきまし

て、あそこは子供さんも来ると、もしかした

ら事故にも関係するかもしれないという観点

があるのかなという観点では費用対効果とい

う言葉ではちょっと済まされないなと私は印

象的に思います。

そこでどうでしょうか、行政がお金がない

ということだと思うのです。今回も除雪した

業者があった、ありがたいというお話であれ

ば、一度世間に対してつぶやいたらどうで

しょうか。あそこ誰か何平米ぐらい壊してく

れたらなとか、あそこら辺、擁壁で何メー

ターくらいやってくれないかなとか、はたま

た舗装の得意な人には面積にして５０平米ぐ

らい舗装をかけてもらったらどうか、これは

世の中の知恵であります。

また、世の中には社会貢献をしたいと願っ

ている方もあろうかと思いますけれども、そ

ういう意味で答弁が不服という意味ではあり

ません。それこそ人柄にもよりますがつぶや

くことによって、ああやってあげたいという

方もあらわれるかもしれません。大きい声で

はもちろん教育長としては言えないかもしれ

ませんが、そのぐらいのことは逆に貢献をし

たいという者にとってはいい情報だと受け取

めていただけるのではないかという観点で、

大きい声ではなくてもそこら辺、いかがで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 図書館をよく御利

用いただいていることについては本当に感謝

申し上げたいというふうに思います。

町がやるということでいろいろなことを想

定してみました。その中でいけば、やはり基

礎がかなり深かったり、やはり最初は簡単に
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そんなのを撤去すればいいではないかという

ような感じで、ちょっと指示を出してみまし

たけれども、ちょっと金額を聞いてやはり

１,０００万円を超えるという話もあった中

では、ちょっと正直言って難しいという判断

をさせていただきました。

今、本当にいいお話というか、つぶやきと

いうわけではないですけれども、企業等の社

会貢献事業として１社では難しいにしても、

何社かの協力で非常に協力したいという話が

あるとするならば、ぜひそういう話に協力し

ていただきたいという声は上げていきたいと

いうふうには思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） これは大きい声

で、言葉というのは誤解を受けることがあり

ますが、私が申し上げたいのはそういう悩み

を抱えているよということを発信することに

よって、世の中ですから協力者があらわれる

という趣旨で申し上げました。

要旨二つ目に移らさせていただきます。速

やかに答弁が十分、ほかの公共施設とあわせ

て建てかえを模索していきたい、検討してい

きたいという私の趣旨にどちらかというと

あったことであります。

ただ、その建てかえといってもお互いにあ

した結論が出て、あさってから建てかえが始

まるわけではないと思うものですから、そう

いう意味で今の現状を一つは蔵書についてで

あります。蔵書、ここに書かれている数多く

の蔵書があると思うのですが、例えば確定申

告みたいなハウツーもの、あれは年度によっ

て変わっていくハウツーものなのです。あれ

を本の置いておく期間とかあるのですけれど

も、そういうものの本が極端に言えば毎年、

国の基準とか制度によってくものがすぐほし

がっているのは今現在の本という意味で、そ

ういう仕分けの方法もあろうかと思うので

す、一つは。

そういう中で、どうしても学者さんが来て

過去の、その本によるのですよ、税率云々と

いったら世の中には図書館関係の連絡網があ

るわけですから、それこそ借りてくるという

方法で私は間に合うのではないかとか、それ

から廊下に視覚的なブースがあります。もち

ろん、聞くところがありますが、あそこは見

るとか、聞くというのは私流に言うと廊下に

あるべきではないと思っているわけです。

何を今、説明させていただいているかとい

うと狭隘、要するに教育長も認識されている

という答弁でありました。実はソチオリン

ピックのテレビ応援のときであります。民生

部長には言えないのですが４回ほどしゃきっ

とプラザ、行かせてもらったら玄関口のテー

ブルに向かってどう見ても高校生ぐらいの

方、ちょっと試しに３階に上がったら同じよ

うに隅っこのテーブルのところで間違いなく

勉強のためでしょう、私はそのとき施設管理

者ではないのですけれども、天井のライトを

つけてあげたいぐらいの衝動に駆られまし

た。

そういう意味においても、今の現状の図書

館という意味で見た場合、本当に使い方、利

用の仕方といったほうがよろしいですか、と

いうことも本当に検討していったらどうか

と、例えば大学受験に向けていたのだった

ら、年がら年中とは言わないけれども、１月

から少なくても大学受験に向けての３月半ば

ぐらいは図書館でもある一定時間、工夫する

とかということは、利用方法ということでも

捉えていただきたいなと。

でも、先ほど答弁もありましたけれども、

蔵書も多いことであったり、狭隘だとなれば

やはり建てかえというものも含めて速やかな

判断、上杉氏の一般質問でありますが近場に

町民会館の建て直し等も教育委員会の考え方

の中で町長答弁でもありますが進めていきた

いということがありました。また、答弁の中

でも、そういう公共施設を踏まえた上でそう

いう答弁だったと私は期待しているところで

もあります。

でも、現実は今、差し迫った新築が今現

在、何年の何月何日にできるということで
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は、私は今は詰めるところではありません

が、少なからずその間、利用のあり方という

ことも含めて、そういう観点で新築になるま

での間、工夫できるものはしていただきたい

という思いを込めて最後に教育長にはお尋ね

しておきたいと存じます。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

もはや、４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

─────────────────────

◎会議時間延長の宣告

○議長（古舘繁夫君） したがって、あらか

じめ会議時間の延長をすることに決定しまし

た。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 図書館が狭隘だと

いうお話はさせていただいた中で、建てかえ

をという話をしております。

これは、あくまでも教育委員会での考え方

でありますし、また教育委員会内部でも今、

町民会館の問題もございます、スポーツセン

ターの耐震等を今やっていただくというよう

な、たくさんな施設の方向性を出す必要があ

ります。

そういった中で、なかなか増設では済まな

いなということのようにお受け取りいただき

たい。そして、その時期を含めて今、お話を

いただいた当面の狭隘化の改善について工夫

の努力は御指摘のとおり一生懸命図書館ス

タッフとやっていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 大きい質問事項の

２番目に入らさせていただきます。

事務事業量に合った適正な人員配置はされ

ているのかという御答弁をいただきました。

その答弁の中で、グループ制という言葉が

３カ所ほど出てきております。

実は、総務常任委員会という形の中で今、

関心があるのはほかの自治体で俗に言う課、

係制というのですか、グループ制をずっと試

行でやっていたけれども、課、係制に戻すと

いう決断された自治体もあるようであります

し、確認もさせていただいているところであ

ります。

そういう中で、今、美幌町はグループ制だ

ということは私も十分、承知しているところ

でありますが、事務量の大きい、少ないとい

う言葉がいいのかどうかわかりませんが、本

当のグループ制によって人同士がカバーし

合っているのか、本当にできているのかとい

う疑問がありますし、そのグループ制にして

も答弁の中では部長の権限によって柔軟に対

応しているという言葉でありましたが、本当

に人員配置が適正なという意味でされている

のかということをいま一度お尋ねしたいと存

じます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 人員配置、今、適正

かどうかという御指摘でありますけれども、

地方分権の推進であるとか、あるいはそのこ

とによって事務量がふえていく中で１８年か

にグループ制を導入させていただきました。

私は一定の成果が出ていると判断しており

ます。現場を預かるやはり部長職の権限、か

なり幅広く人を動かすということまで盛り込

んでありますので、そういった意味で例とし

ては例えば職員が長い期間でなくても６カ月

だとか、３カ月、何か事故だとか、病気にか

かったときの対応だとか、そういった中では

一々人事異動しなくても対応できるというよ

うなことの評価はしているところでありま

す。

ただ、業務量が多いというのは本当に御指

摘のとおりだと思います。業務量が多い割に
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人の全体の数をどうしているかというと、こ

こ１４年間見ますと、最大ピークの１２年に

は３３３名でした。そこから６１名も減員し

ているということで、こういうグループ制だ

とか、やはりそういう対応をとらなければま

だまだ難しい状況になっていたのだろうなと

思っております。

いずれにしましても、適材適所のためにも

しっかりとした取り組みを今後もしていきた

いと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） これは大きい項目

でありますが、後々また次に移る３番目のこ

とに正直いって絡んできますので、ちょっと

御理解をしておいていただきたいなと。

大きい項目の中で確認したかったのは、行

政の、美幌町という意味ですよ、職員定数、

今、現状より十数名減の中で努力されている

のかなと、私は職員定数の中は町長の腹、組

織の判断の中で許されている行為だと思って

いるという、とりあえず意見を申し述べてお

いて、大きい項目の話に移らさせていただき

ます。

人事評価の最大の目的というのは職員の能

力開発、人材育成だと、こういうことをおっ

しゃられています。もちろん、それには皆さ

んの職員研修等があろうかと思いますが、当

然、それに応じて能力というのは高まってい

くものだと私は固く信じたい。固く信じたい

のです。

そうしたら、給与に反映させる必要が出だ

しとして必要なのか、やはりそういう職員研

修も含めて能力、スキルアップということの

確認を持った上での話ではないかと思うもの

で、そこら辺このことについて御答弁いただ

ければありがたいかなと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 定数については定数

内で今、押さえて、町長の考え方一つだとい

うことでありますけれども、このなぜ定数条

例を設けて定数を決めなければいけないかと

いうことを逆に考えますと、やはり町長の意

向によってどんどん職員数をふやすと、膨脹

させるということは極めて問題が多いという

ことで定数条例というものを、一定の定数を

通常の業務をしている中での定数というもの

を決めているわけであります。

だから、そこを超えるということになると

議会の審議を当然、通らなければいけないと

いうことでありますので、定数についてはそ

ういうことで御理解をいただきたいと、その

ように思っています。

それと、人事評価についてなぜその給与ま

で反映させるのかということのお尋ねでした

よね。これは職員のスキルアップ、能力アッ

プについては、それはもちろん我々取り組ん

でいるわけでありますけれども、要するにモ

チベーションも含めて、やはり志あってしっ

かりと仕事をやった人にはそれなりの応分の

評価を与えないといけないと、そして標準以

下の部分、あるいはできていない、何度も

やっていない職員に対してはやはり一定の分

限処分まではちょっとなかなか難しい、分限

の退職してくれというところまではなかなか

難しいと思いますけれども、そういった制度

の中でやはり志、しっかりと持っていただい

て、それによってしっかりと住民の付託に応

えるような仕事をしていただくと、そういう

ためにそういう制度を設けたいということで

あります。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 職員定数のことだ

けちょっと触れさせていただきます。

私は既存の定数枠内でのとりあえずです

よ、今現状は十数名、定数から見たら減です

よねという趣旨で申し上げましたので、その

辺ちょっと私のしゃべり方も聞き方も悪かっ

たのですけれども、ちょっと改めておいてく

ださらないでしょうか。

では、続けてお聞きいたします。昨年、美

幌町において途中でありましたけれども、中

途というのか、途中というのか言葉あります
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けれども、社会人枠の職員を採用したと、こ

ういう経過があります。もちろん、社会経験

ということを重きを置いて採用されたと思う

のですが、そういう意味においても適材適

所、話がごっちゃになって申しわけないので

すが、私から見てもちょっともったいない、

これは私の感覚ですから失礼ですけれども、

もったいない使い方をしているのではないか

という観点があります。

そういう面で答えをいただきたいというこ

とと、要旨の２のほうにちょっと移らさせて

いただきます。

町長も総務部長時代からも含めて平成１６

年、１７年、ここに書かれているとおりで

す。自己評価のばらつき、自己評価が過小傾

向にある、面談の必要性、目標設定、達成度

に難易度をつける、職責によるウエートをか

える、そうしたら今回、これを整理した上で

新たな人事評価の基準というものを最初から

明確にしておかないといけないのではない

か。だって、１６年、１７年の反省として

しっかり答弁に書かれているわけですから、

職種によってウエートが違うとも言われてい

るわけですから、そうしたらこれが先にその

担当、配置される職員さんに難易度も含めて

明らかにしておかないとまずいのではないか

という印象を受けるのですが、いかがでしょ

うか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 社会人枠で採用した

職員、もったいない配置をしているというよ

うなこと御指摘があって、具体的にちょっと

よくどこがどの部署を指しているのかちょっ

とよくわかりませんのでお答えしようがない

のでありますけれども、我々としては今、い

る社会人枠以外も含めて職員それぞれのいろ

いろな経験の中で、やはり総合的な力を持っ

ていただきたいというようなことも人事異動

の中の一つの役割だと思っておりますので、

そういった意味で同じ職場に長くいること自

体がやはり人間の幅、キャパシティー自体が

狭いところに終わってしまうというようなこ

とも含めて適材適所で、そしてかつ将来に向

けた人材育成というようなことも含めて配置

をしているということであります。その辺は

御理解をいただきたいと思います。

それと後段の質問、ちょっとわかりにくく

てちょっと理解できなかったのですけれど

も、ただ私も総務部長のときは評価される側

でしたので、総務部長ではなくて経済部長

だったので評価したり、評価される側でした

ので、この１６、１７は私は違う部署におり

ましたので、そこだけは御理解いただきたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 改めて答弁素地に

おいて、そういう立場というのも改めて認識

させていただきますが、答弁書の中ほど、試

行結果の検証としてということで御答弁をい

ただいています。

課題が確認されたと、しっかり御答弁をい

ただいているわけですから、そうしたら２６

年度から始まる人事評価にもこの課題につい

て何らかの考え方も含めて、職員にされる方

に対して明確にしておくべきだろうと。

例えば、あなたの職場は職責としてはウ

エートが高いよと、こっちは例えば課長の半

分だよと、そういうふうに私は受けとめるの

です。そういうことが確認されていると言っ

ているのですから、確認されていることを職

員さんにやはりわかっていただいた上で対応

をとっていくべきだと思っています。

要するに、このような課題を整理した上で

おやりになるのであったら、しておかないと

印象で言ったら怒られますから、これ以上は

言いませんが、このことについては整理して

考えていかなければいけないだろうなという

ことであります。それも含めて次に移りま

す。

絶対評価、もちろん当然のことだと思いま

す。ただし、これは委員会の話をしていいの

かどうか、ちょっと一般質問だから堂々とや

ればいいことですけれども、聞き方によって
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は例えようがないのですが、これは簡単に言

えばいじらないよと、それは経費というか別

なことで勤勉手当とかということのお話だっ

たと思うのですが、でも下から持っていった

場合、給料そのものの予算が出てきたとす

る。不安でたまりません。

というのは、評価がこれを基準にしたら、

ちょっと失礼な言葉で言えないものですから

表現は、これを基準にしてプラスだよ、プラ

スだよ、プラスだよという印象に私は承った

ものですから、そうしたら給与費が提示され

てもどこで予算という意味で確認し合えるの

かなという意味も含めて不安に思うところが

本当であります。

ただもう１点、私どももたまたま企業を

やっておりまして、勤勉手当にしても結果と

して、それはあなたが能力ないからこういう

評価で勤勉手当も含めて下がるのだといった

ら、モチベーションと言われたら僕は上がら

ないと思います。ですから、この答弁におい

てなかなか難しい表現だなとして受けとめて

いるところであります。時間がないから

ちょっと全体という意味で捉えてください。

私は人を育てる、例えば私はよく自分ちの

会社で言われています。部下に。お前には言

われたくないと、恥ずかしいことでありま

す。人はそれぞれ、こういう点数をつける前

に自分の気持ちの中でお互いに、お互いと

言ったらちょっと語弊がありますが、それな

りの人事評価というのは口では言わないけれ

ども、口では言えませんよ、されているもの

だと思いますし、モチベーション一つでこう

いう上司には使われたくないという感情もあ

るのではないかというところがあります。

そうなると、この人事評価に基づいてグ

ループ制も含めて人事配置というのは、私は

あえていえば町長の腹一つで、世間というの

はこうなのです、人と比べられたときにいい

悪いは別として、悲しい気持ちになることが

ありますし、逆に喜びのときもございます

が、例えば点数でなぞらえて、これは私の感

覚ですから、例えば議員仲間も私はみんなの

評価を受けたら３８点かもしれない、中嶋さ

んは９９点、上杉さんはきょう一般質問でい

い質問をしていますから１２０点、そういう

中で誰を次のポストに据えるかといった場

合、そういう点数が明らかな場合、ものはわ

かりやすいのですが、いやいやそういう吉住

でもある場面では一生懸命だよ、なめて１０

０点にしてあげる、坂田美栄子さんも器量が

いいから１００点だと、こうなったとき同じ

１００点同士がいた場合、どうやって例えば

ポストの昇格という意味でこれが喜びに感じ

ている人が全てだとは思いませんが、仮に職

員の希望として、係長よりは課長、課長より

は部長、部長よりはせめて副町長、そういう

思いの中で、おれはあいつより劣るという、

簡単に言えば１００点同士がいた場合どうさ

れるのか、うちの会社の場合、お前めんこい

からだと、お前一生懸命働く、社長の一言で

人事は決まっているところであります。

むしろ、今回の人事評価というのは、あえ

て言うなら先ほどの課題が整理できないまま

になされることは、逆に町長がなさろうとす

ることが誤解されて崩壊するのではないか

と、それだったらむしろ３００人程度の職員

数の中であります。それだったら町長さんの

人事権と予算をつける権限、町民からいただ

いているわけですから、信頼申し上げて町長

の名のもとでされるのがベストだと思うので

すが、あわせてちょっとそこら辺お聞かせ願

えればありがたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大変長い質問で、抜

けたらまた御指摘をいただきたいと思います

けれども、そういった町長であるとか、そう

いうポストに対して恣意的なものを働かさな

いといのうがやはり人事だとか、人事の配

置、あるいはポストをどうするかというのが

やはり大きな柱になってくると思います。

ですから、御社についてはめんこいからと

いうことですけれども、我が社ではそういう

ことにはなかなかなり切れないと思いますの

で、正当な評価をしながら、やはりこの人事
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評価制度自体はプラスの評価をどんどんして

いこうと、そしてモチベーションどんどん上

げていって、士気を高めていただこうという

システムなので、一番簡単なのはマイナスポ

イントをつけるのが一番簡単だと思います。

何かして法例違反した、マイナスポイント、

これが一番難しいわけですから、そういった

意味ではこの人事評価というのは非常に職員

の意識も変えないといけないということで、

今、研修なども取り組んでおりますけれど

も、意識を変えないとなかなか難しいことだ

と、絶対評価なんてできないと思いますの

で、その辺はしっかりと難しくてもやるとい

うことで進めてまいりたいと。

それから予算措置については、やはりたく

さん優秀なポイントが上がる職員が出てくれ

ば嬉しい悲鳴ですけれども、予算が足りなく

なればやはりこれは議会の皆さんにまた御相

談するということでありますので、いずれに

しろ厳しいですけれども反省を踏まえてしっ

かりとした取り組みをしたいと、そのように

考えております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 済みません、言葉

尻で責めるつもりはないのですが、絶対評価

はできないという言葉に、それは相対評価が

できないということで理解しておきます。

ただ町長、済みません、きょう時間が私の

進め方が悪くてなくなってきましたので、今

後ともこの１年かけて、もちろん皆さんも試

行の中で工夫されていることだと思います。

でも私は総務部長さん、大変だなと思って

います。というのは、行政評価もまだしなけ

ればいけないという意味ですよ、だから本当

に体悪くしてしまうのでないかなと、俗に

言って仕事に追われて、俗に言ってですよ殺

してしまうのではないかなと思うのです。

そういうことも含めて、あえて言えば適正

な人員配置という意味で、私は今、認められ

ている少なからず定数の中であれば、今、十

何名少ない中で努力いただいていますが、町

長もおっしゃられたように仕事量がふえてき

ているということだってあれば、その範囲内

はとりあえず、許される行為ですので十分御

配慮いただければありがたいかなと思いなが

ら次にパークゴルフ場であります。

町長、もう１回、質問の紙を見ていただき

たいのです。と申しましたのは、私がお聞き

していることは、パークゴルフ場施設整備を

受けて地権者との交渉ごとや関係機関との打

ち合わせ等の経緯を示していただきたい。

きょう、大きい声では言いませんが、わざわ

ざコピーして上杉氏の一般質問からずっと遅

ればせながら、部長級はこれを見ていると思

うのですが、言葉として見ていただいている

と思います。町長、私、嫌われているので

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 決してそのようなこ

とはございませんので。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） そうであれば、私

はこの質問のとおり触りでもいいから触れて

いただきたいと思うのです。

ただ、あえて言えば触れられないというこ

とは、勝手にまだ整理ができていなくて交渉

事も関係機関ともできていないのだと、勝手

に解釈しながら質問を続けさせていただきま

すが、これ美幌新聞です。３月４日火曜日、

出た記事の拡大コピーであります。同じもの

をお持ちだと思いますが、２期目を締めくく

る２６年度に向けて新設パークゴルフ場は町

内検討組織で候補地を上げ検討中、その中に

は今のパークゴルフ場の上手延長する案もあ

る、とわざわざ町長さんの新春の集いの中で

１２ある候補の中であえてこういう表現を使

われていると思いますが、私は勝手に半分安

堵の感があります。私は今までさかのぼるこ

と３年前からずっと町長の姿勢ということで

聞いてまいりました。勝手な解釈ですが、私

は既存のパークゴルフ場の上手に、あえて言

えば新設ではなくて増設をもってされるのだ
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なと、喜ばしいことだと内心思っている最中

でありますし、各おのおのの一般質問にもあ

ります。

そういう中で、上杉氏の質問の中でもし過

疎指定受けた上で、簡単に言えば２億、３億

の事業量、ぱっぱっと出してやりたいぐらい

の思いも伝わってきています。

そうしたら、河川敷の増設であれば土地を

求めることもなく、それほど無理がかからな

い、そうしたら別なことに速やかに対応とれ

るのかなと。

最初の質問に戻りますが、よし教育委員会

と、教育執行方針やったのだからお前自由に

使えと、太っ腹で与えてよき町にされるのも

一つの考え方かなと勝手に思っているところ

でありますが、いかがでしょうか。

今回、まだ交渉事もされていないと私は勝

手に判断した上の今の論展開でありました

が、お話があれば。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ボールを私が受けて

おりますので、まだ返していないということ

で、本当にそういった意味では事業着手にお

くれているということに対して、非常に申し

わけないというようなおわびを申し上げたい

なと思います。

その中で、残り１年２カ月の任期でありま

すから最善を尽くすということであります。

その中で最近、私も認識が甘かったというお

叱りを受けるかもしれませんけれども、１２

カ所の候補地を上げていただいて、そのうち

３カ所が民地、あるいは今のパークゴルフ場

の拡大というようなことを含めて、農地でな

いところが１２カ所分の３カ所であります。

それで、農業委員会の建議書の中でも優良

農地はしっかり残すべきだというような建議

もいただいておりますし、また、この新聞記

事も拝見しました。住民の皆さんと議会の意

見交換の中で、常任委員会で事務調査か何か

で行かれたというようなことも聞いておりま

すので、その中で開発との協議で河川敷の中

でも十分できるのではないかというようなこ

とも、この記事を拝見しましたので、いずれ

にしろこういったことも含めて農地は難しい

という認識をしておりますので、いずれにし

ろ、そう遠くない時期にしっかりと皆さんの

前に御提示をさせていただきたいと、その中

で私が言ってきたこと、できなかったことに

ついてはしっかりと説明をしていきたいと、

そのように考えております。

○１０番（吉住博幸君） 議長、ちょっとお

尋ねします。

私は議会延長の宣告をするときに時計をは

かっておりますので、１分と５秒、私の質問

時間を中断されております。

そういう意味では、この１分と５秒、使っ

てよろしいでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 町長、話の答弁

ちょっと失念しておりますが、そういう意味

で私は町長には熱き思いの中で選挙戦をくぐ

り抜け、町民の夢を叶えるということであり

ますので、私は町長は実効性のある方だとい

うことは十分承知しておりますが、これが遅

くなれば不安というものはどのようにおいて

も付きまとうお話であります。

その胸の内をたまに総務文教厚生常任委員

会にもお出でになって、先ほどの上杉氏の一

般質問にもありましたけれども、胸襟を開い

て、吉住ちょっと話乗れよ、上杉さんちょっ

と頼むよということも、これもあえて言えば

です、小さな声で言いますけれども政治の世

界だと私は思っています。

また、そのことが議員の喜びかもしれませ

んので、一方的に申し上げておいて一般質問

を終わらさせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） いずれにしろ、そん

な遠くない時期にはしっかりと皆さんの前に

提示をさせていただきたいと、そのように思

います。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１０番吉住
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博幸さんの一般質問を終わります。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日は、これで延会すること

に決定いたしました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

いたします。

御苦労さまでした。

午後 ４時２９分 延会
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